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経済学研究第32巻 第4号 1 (831) 
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第 1節序

CASB (原価計算基準委員会〕は1980年 9月30日をもって活動を中止した。

これは 1981 年度予算(1980 年 10 月 1 日 ~1981 年 9 月 30 日〕が認められなかった

ためである。しかし， CASBの原価計算基準は依然として，実効力を伴うも

のであることは官報である FederalRegisterの 1980年 12月1日号， 及び

連邦行政規則集である Codeof Federal Regulationsの 1981年 1月1日現

在の改訂版に明言されている。このため CASBの権限委譲に関する公聴会

が 1979'年 2月以降今日まで活発に行われている。その公聴会は主として次

の3段階に分けることができる。最初の段階は CASBの機能及び権限を国

防総省に移管しようとするもの， 第 2の段階は GAO (General Accounting 

O伍ce，会計検査院〉に， 第 3の段階は OMB 長官 (Directorof the 0伍ceof 

Management and Budget，行政管理予算庁長官〕ないしはその下部独立組織を構

成する OFPP室長 (Administratorof the 0節目。fFederalProcurement Policy， 

連邦調達政策室長〕に移管しようとするものである。特に第 3段階では 1980年

9月の第 96回議会で下院第 5800号法案タイトル II とじて上程されたが，

法制化されなかったため， 1982年5月 11日の第 97回議会で上院第 2375号

法案タイトル II として修正の上，上程されている。

CASB の権限委譲を検討する前に，まず， CASB が何故，設置されたの
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か，その機能を充分に達成してきたのか等々を考察する必要がある。ついで，

CASBの権限をどこに，何故，移管するのが適切であると主張Lているのか

の論争に入っていき，最後に，かつての CASBの機能が増強される提案な

いし法案となっているのか等について考察する必要があろう。本稿は，以上

の視点からの接近を試みようとするものである。

1) (8) 1981/82， p. 732. 

2) (14) p. 35. 

3) (7) p. 78409 

4) (1) p. 95. 

5) (19) pp. 2-5. 

6) (16) pp. 6-7. 

第 2節 CASBの設置

1. 国防生産法第 718条以前

最初の草案は GAO長官に国防契約に関する原価計算基準を設定させよ

うとしていたが，草案の修正を行った後の法案では，まず CASB設置の実

行可能性の研究を 18カ月以内に議会に報告させ，その報告書を土台に CA

SBの設置を検討することとなった。

何故， CASB設置の動きとなったのであろうか。その主たる要因は下院歳

出委員会立法府歳出小委員長の AdamBenjamin議員が述べているように，

「ヴェトナム戦争中の巨大な歳出超過が国防契約者の機構に関心を寄せさせ

た」とあるように， ヴェトナム戦争の予算内消化ができなかったことに起因

する。上記の国防契約者の機構に問題ありとするのは， r国防調達のための

統一原価計算基準の設定」がなかったことからである。この設定を通じて次

の諸目的が達成できる。 (1) 調達原価の予算支出と実際の歳出との聞の超過

支出を食い止め， (2) 超過利潤に対する防禦措置ができ，国防契約にもとづ

ぐ国防事業計画を円滑に遂行でき， (3) 統一原価計算基準設定を法律化する

ことによっで，かつて政府に不利で、あった契約条件を改善できる。
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1968年4月と 6月に上院銀行及び通貨委員会(現在名は銀行・住宅・都市委

員会〕はこの件について公聴会を聞いている。 4月の時には統一原価計算基

準を GAO 長官自身が即座に設定すべきであるとの草案に対してであった

が， 6月の時点ではその設定についての実行可能性調査をまず，議会に 18カ

月以内に提出させ， どの機関があたるべきかを後で検討することにした。 6

月時点、で国防契約における当時の原価計算実務の諸問題が提起された。それ

らを列挙すると次のようになる。

1(1)原価計算の重要な機能は直接費の賦課と間接費の配賦にある。 したがって，

準拠される原価計算原則が契約原価の算定に大きな影響を与えている。ところが，減

価償却費，研究開発費，原材料費，企業年金繰入費，工具備品費，及びファイナンス

・リース費等の費目は数個の異なった方法で、処理されることができる。

(2)これらの費自の各々に，たとえ期間配分法が定められても，契約者はついで，

さまざまの方法で費用を配賦できるであろう。さまざまの方法が用いられる例として

次がある。

(a) 一般間接費を特定製品に配賦する方法。

(b) 超過勤務手当を政府と民間事業に配分したり， 政府事業のいくつかに配分し

たりする方法。

(c) 投資に対する利子の処理法。

(d) 関連会社によってなされた作業に対する処理法。

これらすべては原価決定に重大な関連を有する。

(3) W統一原則』がなく， しかも実情に即した方法を使用させようとしても， 権威

のある指示書がないので，契約者の会計実務を評価する際に，契約担当官等に全面的

負担が置かれ，監査官及び契約担当官等により多くの仕事を課し，したがって，重要

な仕事に遅れをきたし，過大な調達コストになる。

(4)会計職業界内部でも，より多くの統一性が必要であるという認識が増大してい

る。職業会計土の証言によると，交渉調達 (negotiatedprocurements)において原

価算定の基本的指針となっている WGAAPs~ (Generally Accepted Accounting 

Prindples，一般に認められた会計原則〉の弱点の一つは代替的方法がよく知られて

いても，各代替的方法の使用基準が設定されていなかったり， W一般に認められ』て

いないという趣旨の発言て、あった~J

このように当時では，国防契約に対する統一原価計算がなきに等しいもの

であった。当時の法律では ASPR(Armed Services Procurement Regulation， 

軍需品調達規則)があったが，次項で見るように包括的，抽象的規定であり，
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現実的適用にあたっては相当の選択の幅のある各種の原価計算実務を許容し

ていた。しかも，それを管轄していた国防総省が改善の努力を行なわず，ヴ

ェトナム戦争による戦費拡大と予算内消化が年々困難になってきたことか

ら，国防契約者に対する超過利潤の防禦策として統一原価計算基準設定の方

向へ向かわせたといってよかろう。 1968年 4月段階では即座に GAO にそ

の機能を持たせようとしたが， 6月段階では， 統一原価計算基準設定の影響

力を鑑みて，修正案が出され，まず， GAO長官に統一原価計算基準設定及

び適用の実行可能性調査を 18ヵ月以内に行うこととした。その法案が両院

ともに可決し， 1968年7月 1日付で施行されることになった。これが国防生

産法第 718条であるO

2. 国防生産法第 718条によQ統一原価計算基準実行可能性報告書

前項の経過により国防生産法第 718条が制定された。同条の全文は次の通

りである。

「第718条 GAO長官は国防総省長官及び予算庁 C現在名は OMB一一筆者〕長

官の協力のもとで， 10万ドル以上のすべての菌防調達交渉契約及び下請契約において

統一原価計算基準を適用することの実行可能性Cfeasibility)を決める調査をすべきで

ある。このような調査をする際に， GAO長官は会計職業界の代表者たち及び国防

契約に積極的に従事しているアメリカ産業界の代表者たちと協議すべきである。この

調査結果は上下両院銀行及び通貨委員会 C現在名は上院銀行・住宅・都市委員会，下

院銀行・通貨・住宅委員会一一筆者〉及び両院軍事委員会に可及的速やかに，少なく

とも本条施行日以降 18カ月以内に報告されるべきである。」

同条により統一原価計算基準実行可能性報告書(以下，実行可能性報告書とい

う)が 18カ月の調査の末，公けにされた。これは 1970年 1月四日に上下両

院の関係委員会に報告されたもので，付属資料あわせて 558ページに及んで

いる。

当時，国防契約に関する原価計算実務を規制Lているのは ASPR第 15条

だけであった。同条 000項は同条適用の範囲を次のように規定している。

「第 15条000項本条は原価補償契約 (cost-reimbursementtype contract)の交
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会計年度

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

平均値

経 済 学研究第32巻第4号

第1表 国防総省調達額(単位 10億ドル〉

交渉契約額 広価告格契品予約定額 総契約額 交渉契約比率

事22.6 事4.8 事27.4 82.5 

32.0 5.2 37.2 86.0 

37.6 5.8 43.4 86.6 

37.9 4.9 42.8 88.6 

36.0 4.5 40.8 89.0 

33.0 5.0 38.0 86.8 

出所:(4) p. 4， (15) p. 29，及び(12)p. 1669から作成。

渉及び監督に関連しTたこ原{価面算定及び許容額についての一般的原価原則及び手続を規定

しい， 交渉予定価格契約 (ωn叫e昭g伊似ot凶t“i附a
れた契約に関連した原価評{価而について，適当な時には使用ガイドラインを規定する。JJ 

上記規定は原価補償契約のみ強制適用され，予定価格契約には単にガイド

ラインとして用いられるにすぎないことになる。しかし，交渉契約の範時に

は，上記の原価補償契約のほか，非広告品予定価格契約 (nonadvertisedfixed-

price contract) も含まれる。交渉契約以外の調達は広告品予定価格契約が入

る。 このような分類で国防総省の調達額を調べてみると第 1表のようにな

る。

第 1表から総契約額は 1967年度がピークであり，交渉契約額は 1968年度

がピークに達している。しかし，総契約額に占める交渉契約額の比率は 1965

年度の 82.5%から 1969年度の 89.0%へと年々例外なく上昇傾向にあること

がわかった。

注意すべきは， ASPR第 15条が適用されるのは上記交渉契約の一部分に

すぎない原価補償契約のみである。第 1表の交渉契約比率 89%の内訳は原

価補償契約が約 24%， 非広告品予定価格契約が約 65%である。そのため，

実行可能性報告書の 2番目の勧告項目で次のように主張している。

12. 原価計算基準は国防総省のコストタイプ契約に限定されるべきでない。その

基準はコストタイプ及び予定価格による交渉調達契約及び下請契約に適用すべきであ

る。その基準は政府全体に適用されるべきである。」
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ここでいうコストタイブ契約は原器補償契約である。

GAO 長官を中心に.国防契約に関わる原100許害事実務

をど 18ヵJHこ渡って徹底的に諮査した跡が窮え

国防契約に隠して問題ある

司報告書によると，当時，

っていた器防費約者は70栓 に

及び， 問題のある実務は90件に及ぶ。それらは2つの機罷による監査によ

っ」判明したとしている。一つは GAOが問題とした 37件と，裁は国防総

3留の一機関である DCAA(Defense Contract Audit Agency，関防契約監事変庁〉が

開惑とした53件であった。これらの合計 90f々の関盟ある原純計算実務合さ

らに締区分してみると， 2つ以上にiたがる実務をしていたことが判明した。

その結果，総区分した問題ある察側計繁実務は 120件に及ぶことになる。そ

2表の通りである。

第念表の (a)~(のまでで 120 件が間賠ある実務であると立つの続査当

が積損したのであるが， このさだ務が横行していたのは当時，菌防契約におけ

る原俗許算実務を規制Lていた規郎 ASPR第 15条が抽象的で、不明朗であ

たためで、ある。そこで，上記4つ

対照して，関長選ある

(a) 直接費・間接費区分

ASPR第 15条の

してみることにしよう O

第 2 2議自 、開題のある原{阪許算実務として，

J.-

分がある。 この る ASPR第 15条の該当部分は202

その全文宏次に紹介しよう。

{呂)及び

203項 (a)に見られる。ま

第2愛 国防契約における問題ある家総計繁栄務の絢区分

会計検査院 lι，. 言十

〈荏) r蕊援護費.I褐援要菱区分 81伶 32件 40件

(b)局主 義費記賦 31 25 56 

(c) -収主主的
b 8 13 

(d)費用控 除処理 5 8 11 

49件 71ftド 120件

tl:¥所・ (4)p‘5工.
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「第 15 条 202~資 (a) 直援費は特定のE実績対象に特に関連する療俗である。直接費

は材料或いは労働のように最終製ぬのやに総入れられる愛僚に限定されない。特別に

契約に関係した燦僑はその契約の夜援愛でめふ契約?と僚接的に裁課される。契約者

の他の作多震に特に関係した涼{阪は他の作業のi直接費であり，直接的にも間後約にもそ

れ以外の契約?こ賦擦ないし舵試してはならない。一般的に関室長費として蕊賦可能な費

尽が政府の作業に底抜費として賦課されるときには，その霊堂自は致府の作業に対する

間接費から徐去されなければならない。j

「議U5主主203演 (a) 間接筆者は共通或いは綴数j原価対象のために発生するため， 容

易に直言姿費として処理できない})j(j密であるQ 少額直談費須田は実務の量発点から間接費

として処恕されてもよい。産援費が契約，その他のfF幾に官室銭的に賦課された室長?とは

間緩費とは残りの原価であり，数穫の作業に配賦されることになる

の庭援費及び鶴援繋の定義段体は問題がないといえようが，これらの

るときの細則がないことから開題が生ずる。たとえば，

実行可能性報告書によると 3つの規定がないという。一つは，契約者に対す

る原価許霧実務の継続性，及び政府作梁と民間作業，或いは各種の政府契約

との間の首議一貫性た求める規定がないこと。第zは，隊編見壌のときと，

実際原概算定のときと殉じ原稿針算手法令用いるべきことを求める規定がな

いことである。第3は，契約者が懸価見積の根拠となる証拠資料を保管する

こときど求める いことである。

以上の最初の 2点は首尾一貫性の規定がないこと，第3点は首尾一貫性の

追跡調査さどするのに必要な原価見積における註髄資料の保管義務規定がない

ことであった。その結果，政府機関による契約者の軍師計算実務の監督及び

監交は間難を極めることになる。かくして，監督及び監査の抜け道が出てし

まい，明らかに ASPR第 15条違反の件数が多くなってくるのである。すな

わち，直接費・鍔接費度分tこ被尾一貫性の]こ記3規定がないことを利用して

費用の不当間収をど行っている件数が多いのである。それらは直接費の

化及び関接費の直接費化を混じて行われていた。

たとえば，夜接費の関援費先を通じ J 一

報告書は次をあげている。

した剖として，実行可能性

「契約三者が一般的には間接授として処濃される性格の費 !H~ 政府作業?と対しては政
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接費として成課したが， 間援護費総額の除去調整をぜず， その政府作業に配践してい

た。ときには，過年度及び将来の欽府作業契約の!州見積のときに，その資自f1間接

費費目賦のゆ?と混入されていた。その結果，殉じ護翌日を二重回収したことになる。J

さらに，間接費の直接費化を通じた不当密i訟の例として次があぜられてい

る。

「このことが発生するのは契約の箆援要警に上限もしくはその他の縦綬が設けられて

いるときである。 たとえば，ある契約者が予定総務契約で損失念さゑんだため，その契

約の妓楼授の一部， 160万ドノレを間接費として配燃した。 この 160万ドルの原倣はそ

の契約に対してE支援約に作業している労働者者の賃金及びその契約で特に明記されたフ

ィルムの現象・焼付作業からなっていた。これらの直毅綾は際援費として処理草され，

その他の政府契約な含むすべての契約三警の作業に配賦された。結局，このことでその

契約及びその他のすベての政府契約の真実の濠倣命令ゆがめることにな

上言a2例の費用の不当初収合避けるためには，諦述の 3つの首選一貫性の

規定ないしは，それな検証するのに必要な競定がないことに対する譲定化が

る。これらの首尾一貫性を遵守させる方策として，契約者が一息，

ある方法を選択したら，毎期継続して使思すること，及び濠錨見積のときと

実際原誠算定のときと樗じ方法主f用いるべきことを前提にして，次のような

『事前際示鵠窓』くこれは後に線三矢報告書として主主体化ずる。〉を結ばせることでる

った。その件に関して実行可能性報告議では次のよう している。

「どの費自がB主主愛媛ないしは間接稜として処理されるかの決定は主として， 'ð~ぎ

まの契約者の作業方法に依存している。したがって.D京総計算改善の告書1の婆件は直

接費・間接後区分法の祷示会求めた契約者との事前関之氏協定であると怒われる。この

協定からの媛大な離脱はすべて室主総との協定変焚乎絞を必要とするで、あろう。この協

定は『際援費i及び}『問機資Jについて局主ました区分が首尾一変して適用されるべき雪

ことせと規定すべきである。j

(b) 鍔接費関賦

前掲第2表で二つの政府警主査機事選が問題ある原議計算実務として，最もそ

の例が多かったのは務接費税賦開題があげられている。当時，これを規制し

ていたのは ASPR第 15条 201項の4及び203項 (b)'"'-'(d)の規定だけであ

る。 それを紹介すると，次の通りである。
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「第 15条 201項の 4原価は，もしそれが特定の原価対象，例えば，契約，製品，製品

群，工程，もしくは顧客或いは一連のサーヴィス活動に結びついていれば，受け取っ

た便益の相対的割合ないしはその他適当な方法に従って配賦することができる。……」

「第 15条 203項 (b) 間接費はその発生理由を適切に考慮して，合理的な原価場所

別に集計されるべきである。各原価場所は各原価対象に対して帰属してし、く便益を基

準にして配賦できるように設定されるべきである。一般に，製造間接費，販売費，及

び一般管理費は別個の分類である。さらに，特定の場合にはこれらの分類の再区分を

必要とするであろう。たとえば，製造間接費のうちの建物関連費と現場監督費は区分

した方が良い。原価場所の数と構成は実情に即して考えられるべきであり，それほど

詳しくない方法でも実質的に向じ計算結果が得られる場合には，無理に配賦を複雑化

しないようにしなければならない。

(c) 各原価場所の原価総額は適当な原価対象に配賦すべきである。 これには配賦

されるべき原価場所の原価とすべての原価対象との聞に共通の配賦基準を選択するこ

とが必要で、ある。

各原価対象に対して帰属している便益を基準にして，各原価場所の原価が配賦でき

るような配賦基準が選択されなければならない。この選択基準は，それほど詳しくな

い方法でも実質的に同じ計算結果が得られる場合には，無理に配賦を複雑化しないよ

うにしなければならない

(d) 間接費の〔期間一筆者J配分方法は実情を加味していなければならない。そ

の方法は実情を加味した GAAPsに準拠しているべきである。契約者より行われた

実務が GAAPsi;こ準拠していれば，一般に認めるべきである。」

以上，整理してみると， 201項の 4は配賦可能性の抽象的規定であり， 203 

項 (b)及び (c)は製品別原価計算における各種間接費集計区分別配賦であ

り， 203項 (d)は各種間接費の費目別の期間配分計算法の規定である。なお

203項 (a)については，直接費・間接費区分の所で紹介したので省略した。

以上4つの規定を見ると，どれも抽象的規定ばかりであり，現実に適用の

段階に入るとあいまいな規定として反映し， 各種の方法が選択可能である

し，継続的適用及び各種の首尾一貫性を要求する細則もなし、。

上記4規定のそれぞれを実行可能性報告書は次のように分析批判してい

る。まず，間接費の配賦可能性を規定した 201項の 4では，何を基準にして

配賦するかについて， I受け取った便益の相対的割合ないしはその他適当な

方法に従って」とある。しかし，その受け取った便益をどのように測定する
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のか，鈴jえば，木投資の叡賦にあたって，契約に関議して本社費として受け

取った便裁はどのように測定するのか規定していない。結昆， r余りにも多

くの代替案安許容することになるjのであるO

次に詩按費の集計区分及び製品別割賦を規定した 203項 (b)及び (c)につ

いても，実務上では不備な規定といえよう。 (b)については製造際援費の蒋

底分の鰐示として， 建物関連紫と現場監督霊堂との区分を泌げているが， r各
原揺場所の原揺が問繋atであることを要求する充分な指針を与えていなしづ

点が不満・として残ってくる}。この指針が与えられていないことから，政府監

査機関は次のような例が多いと指擁してし、る。

下すことえば， 始んどの隠雲寺契約備は製造間接の綴区分である-{闘の長芸術場所のやに

異質の際fI惑を滋入させている。すことえば，機械関連安 (1担U，驚カ費， i関手賢治や冷却液

の霊安潟)， l'駐日露建立議関連費〈例，建物減価償潟!索及び維持費〉及び従議室長関溺愛〈イB'1J，

関J姿労級殺の費照〉を~.ì とめに滋入~-tき，各政俗文守委員に単一の配斌慕請書で記燃して

L 、る。J

家た， 203項 (c)の製品別関紙についても「すべての原髄対象との諸に共

還の配賦基準Jを選摂せよと規定しているが，上記(切で述べたように原価

場所溺原価が異繁なものまで合支れているのが現状で、あり，これが前提とな

ると合理的な君主賦基準は選問できないはずである。ゆえに， (b)及び (c)に

ついて共漉して主張Lなければならない点は間接費の紹底分の条件として開

質的涼側の集計があって，初めて合理的な総賦基準が選択できるということ

である。

203項 (d)については筆者が引患のところで括弧を挿入して間接費の惑問

配分計算として理解されるよう誘導したが， これは， rGAAPs 

計年度内の需援擦の製品及びサーヴィスへの配試に向いていなし、。むしろ，

GAAPs は間接費の会計年度問への重己分にー殺に関わっているj という

可能性報傍蓄の主張と 203項全体の構成から当然判断されるからである。間

接費の爆題担分ないし期間然農を決める GAAおといっても，多くの方法が

存在し しかも特定の実情に対してある特定の方法きと強要きしていない。した
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がって， r契約原価計簿に用いられる隣接費欝間配分方法の使用上 を

設ける必要がある」といえよう。しかも， r隣接費の基準が充分な詳細さで幾

きないので，我々が康個分析日的のための原儲計算議準の所期の浸

しようとすれば，契約者と政府代表者たちとの事前協恕(Ji!U't>，開示協定〉

が必要であるj というのは直接費・間接費区分のところの提案と陀じであ

る。

(的 資本的支出・収益的支出区分

2表で2つの政府監査機関が関欝ある原価計算実務として，第 3議委

闘にあげているのは資本的支出・収益的支出草分の街題である。当時，これ

せと規制Lていたのは ASPR第 15条 205項の 20の

蕗介すると次の通りである。

である。それを

「第15条205演の 20(a) ...・a・主主産〔特に明記されていない場合には致!狩所有資援

を含む〉の修緩に必要な原織をま，財産の{締{複を矯加させたり，溺周年数合延炎せしめ

ないけれども，作業条件マピ効喜界約にするための原俄であれば，次のように処理される

べきである。

(i) 経常的修繕愛は当郊の護費用として処理される。

(ii) 義務時 e異常の修綴費は， 契約蕨{図書事定除約ふ 委主期間に配分されていれば，当

年度配分相当額だけ当期費用として処潔される。

(め ……工場及び設備の支出は大改造の~邸宅ピ含め，契約者が樹立した会計政策の

もとで用いられる GAAPsに準拠して，資謀長イとされ，滅frffi償圭pされていれば，当年

度償却部分につい℃のみ費用として主主滋される。j

この規定は伝統的な方法で GAAPs に準拠すべきことを述べているが，

GAAPsが仰であるかはよ記規定以上に詳織な枠をはめていない。従って，

GAAPs以たに詳細さを必要とする原鉱計算規定でなければならないが，

ASPRは何も していない。

その結果，修繕費のような項目な費用化するか資産化するかについて，

きな選択の糎が許容されている。一般に， r契約表側では資本的支出を将来

の諮問に繰延べるよりも，郎待費F羽化する傾向がある。このことは会社が樹

点した会計政策を有していても，震対の方向に動いているのである」という。

特に，政府契約に対しては，契約者が露{簡を浮期に@収したいという本能か



CASBの権限委譲早川 13 (843) 

ら避けがたいことであり，その回避策には詳細な原価計算規定が定められな

ければならないだろう。そこで考慮すべき点は少額の減価償却資産の取得価

額について資産化条件の最下限額を設定すべきであるし，その最下限額を事

業単位の規模ならびに事業内容に照してどのように適用すべきかも考慮しな

ければならなし、。最後に，一定の基準を採用すれば継続的使用を課すという

拘束を与えなければならない。

(d) 費用控除処理

第4に，政府監査機関があげた国防契約原価計算の問題は現金割引，割戻

し，及び政府・地方自治体等からの還付に関わる処理についてである。 ASPR

第 15条201項の 5ではそれを次のように規定している。

「第 15条 201項の 5 当期の費用に関連して生じた還付，割戻し，値引等の部分は

政府契約に対する原価控除とするか，現金返納額とするか，適切に控除処理されなけ

ればならない。」

このような一般的抽象的規定のみでは，詳細な原価計算実務は大きな選択

の幅を許されることになる。例えば，仕入割戻しは前期に大量の仕入実績か

ら一定の割戻しを受けたのであり，その割戻しの受取が今期に実現しただけ

のことである。そこで，これをどの期間に反映すべきかの規定もなく，しか

も期間帰属が決った後でも，控除方法を最初の原価計算方式にフィードパッ

クさせるというほどに，詳細に行うのか否かについても規定がないのであ

る。しかも，継続的使用の規定も設けられていないのである。

(e) 国防契約原価計算と目的を異にする他の会計制度

以上， ASPR第 15条は GAAPsを依りどころとして，詳細な規定を避け

てきたといえよう。その GAAPsは企業の経営成績と財政状態を的確に反映

することを目的にし，特に経営成績表示のため，費用面では期間配分による

期間帰属問題に主とした関心がある。期間帰属後，その費用をどの製品，サ

ーヴィスに，いかに配賦ないし賦課していくかについての詳細な規定をして

いないのである。したがって，国防契約原価計算の規定の詳細を GAAPsに

まかせることができないのである。



14 (844) 経 済 学研究第 32巻第4号

当時， GAAPs以外で国防契約原価計算が立脚すべき特別規定と考えられ

ていたのは次の 3つであった。

( i ) 国税庁の規則

(ii) SEC (Securities and Exchange Commission，証券取引委員会)の規則

(iii) 契約再調整局 (RenegotiationBoard)の規則

以下，これらの規則を国防契約原価計算の特別規定とするには好ましくな

い論点を整理してみよう。

第 1の国税庁の規則は政府の歳入目的及び経済政策の反映として，法人税

及び所得税を徴収するために作られている。そこには，国防契約原価計算目

的にはそぐわない多くの経済政策の反映としての税法規定が導入されてい

る。また，税の査定と徴収は毎期継続的に行われ，税率の違い及び利子率を

無視すれば，ある年度の所得を他の年度に移動させても，長期間で見れば支

払われる総納税額に影響を与えなし、。他方，国防契約原価計算においである

年度の原価を他年度に移動させれば，契約原価に大きな影響を与えることに

なる。以上の 2点から国税庁の規則は国防契約原価計算の特別規定とするの

は好ましくなし、。

第 2の SEC の規則は 1934年の証券取引法にのっとって SEC 及び株主

向けに年次事業報告書を提出させる内容及び形式を規定している。しかし，

報告書の雛形を詳細に規定していても，各勘定項目に発生する取引の認識，

測定及び評価に関しては専ら民間団体である FASB (Financial Accounting 

Standards Board，財務会計基準審議会)に細則の作成を委譲し，その答申を尊重

している。 FASBの細則は業種別や，規模別の規定でないので，会計処理が

代替的方法があるときに，たとえ，その選択基準を示していても明確な基準

となっておらず，結局，どの方法を選択するかの判断を経営者にまかせてい

る。ただ，一旦選択した会計方法は継続して用いられるべきこと等々がうた

われているにすぎない。 また， FASB の細則に定めのないときはいわゆる

GAAPsに依存することになる。 FASBの細則は結局， GAAPs と称される

ものと同質的であるといえるのは各種代替的会計方法に対する厳格な選択基
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準を課していないことである。その結果，これらを国防契約原価計算の特別

規定として準用すれば，契約者に有利な原価算定を許容する ζ とになる。

第3の契約再調整局の規則は国防契約における契約者及び下請契約者の過

大利益の除去を目的としている。その対象は各契約者の個別契約に対するよ

りも，会計年度内全体の契約総額について審査及び審決することになる。し

かも，その審査及び審決の方法は会計年度全体の各契約者の契約総額につい

ての原価算定が法人税の所得算定方式すなわち国税庁の規則に準拠している

かどうかである。したがって上記の第 1にあげた国税庁の規則が国防契約原

価計算に不適であるため契約再調整局の規則を準用することは好ましくない

のである。

(f) 実行可能性報告書の 5項目勧告

国防生産法第718条は GAO長官が 18ヵ月以内(すなわち， 1970年 1月まで〉

に国防調達交渉契約及び下請契約において統一原価計算基準を適用すること

の実行可能性を決める調査結果について上下両院の関係委員会に報告するこ

とを求めた規定であった。その調査分析の内容はこれまで述べてきたところ

である。この実行可能性についての論争については，拙著『米国企業会計制

度の研究』の第2節に詳しく述べたので参考にされたし、。会計職業界は最初

実行可能性について疑問を示していたが，意見を変更して支持者側にまわっ

ている。これは実行可能性の勧告書が出て，それが法制化されると，彼らの

業務拡大につながると判断したためである。

他方，財界は一貫して反対者側であった。今迄，自由に間接費の配賦方法

が選択でき，直接費・間接費区分等，前述した問題ある原価計算実務が許容

されていたのを規制されることになるので，反対者側であることは当然のこ

とである。しかし， ヴェトナム戦争の戦費拡大に対して，国防予算の合理的

運用という議会の圧力は強大で、あったため，統一原価計算基準への動きを阻

止できなかったのである。その結果，国防生産法第718条による調査命令が

出され，その調査結果に基づいて次のような5項目勧告が出されることにお

った。、
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1. 実行可能性の存在

2. 契約の範囲の確定

3. 施行により， コストよりベネフィトが多い

4. 新規制機関の業務内容

5. 契約者の準拠義務

以上の 5点をより詳しく見るならば次の通りである。まず，実行可能性を

有するか否かについての勧告は次の通りである。

1"1. 調達契約の交渉及び監督の基礎として， 原価計算における統一性と首尾一貫

性を高めるための原価計算基準を設定したり，適用することは実行可能性を有する。

ただし，

a. 政府契約に関わっているさまざまの異なった実情のもとで，各種の原価を計算せ

んとして詳細に規定する方法で統一的適用を図ろうとするほどに，詳細な原価計算

基準を設定し，適用することは実行可能でない。

b. 重点は開示， 首尾一貫性及び代替的原価計算方法の選択基準の設定に向けられる

べきである。

c. 契約者及び契約者の事業部門が作業方法もしくは契約の種類で類似性を有し， そ

のもとでグルーピングできれば，各グルーピングの原価計算基準は特別の規定がな

されるべきである。

d. 入札の際，契約遂行途中，及び契約の決済の際の原価報告書に用いられた原価計

算方法は事前開示協定 (advancewritten disclosure agreement)によって詳細に

明記されるべきである。結局，この協定は原価計算基準を一層高度化させるであろ

うし，原価算定方法の相互理解を改善させるであろう。

e. 直接費・間接費区分及び間接配賦の基準を改善して， 詳細化することが原価計算

基準設定の最重点項目であり，これにより原価資料の利用者間での理解を改善する

であろう。」

以上，要約するならば，統一原価計算基準の設定及び適用の実行可能性は一

般的に存在すると明言しながらも，次のような限定条件及び主たる重点を置

くべきだとした。 (a)実情の異なるごとに個別の原価計算基準を設定するの

は無理である。 (b)Disclosure Statement (開示報告書〕を提出させ，そこに示さ

れた実務を首尾一貫して用いさせ，代替的原価計算方法があるときにはその

選択基準を明確にし，自由選択を回避させる。 (c)中小企業，教育機関及び外

国企業等に関してはその特別の基準により考慮されるべきである。 (d)Dis-
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closure Statemer誌は諜鱗計算基準を補完することになり， 契約当事者聞の

理解を向上さ4きる。(邑)直絞殺・間接費区分及び間接費喜三試の滋価計算基

の設定をまず行わなければならなし、

第2番 gの勧告は原領許算慕壊の瀦用範囲についてであるO

i2梅 原価計算基畿は殴防総省の原価手慮義変契約?こ浪1Eずべきでない。それは燃側補

償契約及び予定儀務契約念念行交差是調達契約及び下請契約に逃F脅すべきである。家

7こ，それは政府全体に適胤1きれるべきである。J

当時，国防契約において規制していた ASPR

され，予支度締格契約に対して

み
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者の契約に等しく議F殺すべきであるといっているの

次に，この勧告の後半部分について検討しよう。当時の政府契約について

は，冨防総翁では ASPR 第 15条が適用されたがきそれ以外の政府機関では

FPRs (Federal Procurement Regulations，逮邦調途綴則)に準拠することになっ

てL つまり，各政府機関は FPRsを各自の の中に編入していた

154会.それ以外の機0) したがっ は国防総翁には ASPR

関1':こは FPI支措の適吊を義務づけたものであるが， ASPR第 15条及び吉町、

が不備だらけであるという前述した理由により，厳格な原価計3奪三容準の適用

な政府全体の機話題に適用を義務づけようと勧告したのである。

3番包の勧告は統一原価計算施行によりコストよりベネフィットが多い

というもので、ある。

了3. 身主総ベースで長室餓主主持主役定から生ずるベネフィットは施行によるコストを凌

駕するであろう。依し，

a. 契約濠綴言u事録的の原価計算義務は民間の健全妥さ設な潔綴計算方法から生まれて

くるべきであり， GAAPsと矛盾したものであってはならなし、それゆえ，現行会

計簿u度に対する余綴約改寿之は殆んどの機会，必、妥とは怒われない。現行綴芸をに対する

部分的改革が必要で、あろうが，新規でfまく flU鐙の会計制度の必擦をと考えていないo

b司 政府に発生する直接要をはさ肢として次の重要殴に依存する。

i)原綿計算ー蒸考書を設定，型第j処女室主督する資絞殺付与される機関の燦模。

ii)技術変化に即応して， R言{滋苦十築基準の適用なすこえず研究していく必要性の認識

の程度。
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iii)会計職業界，産業界及び政府機関が原価計算基準設定機関に対して提供する協

力の程度。

C. 原価計算基準を施行することにより契約者により発生するコストは，契約者ごと

に程度の差があるが，次の要因に依存する。

i)契約者の組織の大きさと組織上の協力の程度。

ii)契約者の現行原価計算制度及び経営情報システムが交渉契約の原価資料を原価

計算基準に準拠して作成することができる能力。

このコストは最終的に政府か契約者により負担されるものである。」

第 3番目の勧告はコスト・ベネフィット分析ではベネフィットが大である

という結論を出し，その計算の条件として，民間原価計算方法の部分改革に

あることをあげ，政府及び契約者のコストは各種の要因に依存するため，勧

告ではどれだけのコスト予想になるかの明言を避けている。

第 4の勧告は新規制l機関の業務内容についてである。すなわち，

14. 新規制機関は原価計算基準設定目的上， 設置されるべきである。その目標は

可及的速やかに開示及び首尾一貫性の基準を採択すべきであり，不要な代替的原価計

算実務の除去を図るべく努力すべきである。その代替的実務は実情が異なることを充

分認識しても不要とされる場合のものである。

a 原価計算基準は過去の経験の積上げ方式によるべきである。

b. 実際の作業状況について充分なる調査が必要で、あり，契約者，調達機関，及び会

計職業団体の緊密な協力のもとでなされるべきである。

C. 原価計算基準は現行の ASPR第15条と同じ枠内或いは手続のもとで展開される

べきでない。それは政府機関全体の調達に適用されるべきであるため，新規制l機関

が設置され，そこで原価計算基準を設定し，継続的な調査を行い，行政を効率化す

るために必要な基準に衣替えしていくべきである。原価計算基準は FPRsや ASPR

の一部分となったり，それらの改正でなく，別個の法律として施行されるべきであ

る。しかしながら，この基準が FPRsや ASPRの中に編入されてもさしっかえ

ない。

d. 議会に対する定期報告書は新規制機関の任務の進捗度及び企画について利害関係

者及び議会関係委員会に知らせるために作られるべきである。」

この第4番目の新規制機関の業務内容について整理してみると，まず中心

的業務は DisclosureStatement を提出させることによって首尾一貫性を保

とうとし，代替的実務を規制して統一性を高めようとしている。それには関

係者からの意見を尊重してし、く態度であるため， 段階的な基準設定となろ
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う。現行の規制法で、ある FPRsや ASPIえには不備が多いため，これらから

脱却し，利饗関係者に新規制機関の業務の進捗度や持来の企頚について'1誇報

誌達を図るべ舎であるという勧告であった。こうした勧告の幾には， ASPlえ

を管轄していた罷防総省が統一躍儲計算基準に向けた改蕃案を実行可能性報

18ヵ月の調査仁1:1で、さえ拠出しなかったことも一安問となってい

る。綾初，関防契約にかかわる原備計算基準設定が主たる饗議対象であった

ものが，国防総今誌のこのような慈度で見切り発車して，新規制機関を設}置い

一挙に政府全体の擬遼契約に対してもこの機関が規制Jしようと勧告したので

あった。

第5濯の勧告は契約者の準拠義務についてである。すなわち，

f5. 契約者は原価計算墓古封書に幾拠し， 涜示率良告書に後録された実務に準拠した契

約原級の記銭安保管し，或;、はこのような記録会鴻絡に作成マきる資料を保管するこ

とな規定されるべきである。j

この勧告の背紫には次のことがある。 1962年9月初日に施行された交渉

.(Truth・inNegotiations Act)では入札時の涼餓報告惑が IE織であるべ

きことな規定して，それが不正確であるがため政府に追加の支出を払わすこ

とになる場合にはその部分を控除できることを規定している。しかし，

と入札持の原{践報告欝は罷じ原備計算実務を行うべきことを説定して

いないため政府散家機関は不IE篠か否かの判断が非常に罰難となってし

そこで詞者の実務に首蕗一貫性を持たせるために DisclosureStatement を

提出さ~， の実務がlWlじであるか，原価計算基準に準議しているか否か

を監査することで，不正確性の監査は容易になるというのである。そして，

準拠しているか否か合監査するために契齢者が関係資料を保脅すべきである

とL、う勧告であった。

1) (1む p.2， T邑stimonyof Adam Benjamin， Jr. 

2) Ibid. 

3) (4) pp. 1-2. 

4) lbid.， pp. 2ω3. 

5) (15) p. 10， Testimony of Admiral Rickover. 
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3 ~苦 CASB IJ)業

の5Jti臼勧告により，ただちに両龍銀行及び通貨

この件に関する公聴会を劉いて

いる。特にと滋銀行及び遜貨委員会の公聴会では， 718条の生

みの親である司ymanG. Rickover 海軍中将はこの待も 5項日勧告に対する

額極的支持を行い，ついに菌防生産法第719条なも誕生せしめたのである。

同氏の影響力は 1979年 11月な自の上院銀行・住宅・都市委員会の公聴会か

ら偉い知ることができる。 William Proxmire議員の冒頭発

で， CASBの権限委譲について次のように述べている。

fそもそも双ickov巴r 若手被中将が関頭の議E~衰のはずであった。 しかし，下続五立

法府歳出小委員f主である Ad註mBenjam泌氏がお殺しているコ議員が!:I:I，~している

機会には最初に絞言するのが償官ぎとなっている。J

1970年当時の[二院銀行及び、議笈委員会での Rickover 氏 をと

1979年の公聴会で Benjamin氏は華客点 し，引用している。

rRickover海液中将は， rただちに涼術計算主義務を設定し，施行すべき~-である3 と

絞賞した。

当委員会〔上続銀行及び滋貨委員会〉に引き緩いて行われた法案の審議の時に，被

は『よく言葉f請された緊縮言十害事療費1Jが存在し，特定のき経情にJlllしてここれらの燦然の適用

基準が一般に認められていれば，符菱重はなかったで、あろう3とiliE害している

5項目勧告を立法化しようとする動きは Rickovor氏

な中心に幾潤されたことは上記の引用から明らかであるが，関紡契約当者側は

相変らず反対者ーであった。ゆえに，最も大きな原動力となったのは米霞がヴ

ェトナム戦争に深入りし，関防予算が膨大化し， しかも多くの契約が臨価補

償契約であり，予算の結額内で合理的な務違が関難となったという図家財政

上の問題が主現であった。また，予定締格契約でも，契約者側が示した躍価

翼料に信頼がもてなくなるという制変上の欠陥を指摘されたことにより，設

本的改正を追られたのである。結論的にいうならば，ヴェトナム戦争の戦費
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拡大に対して， の合理的運用を密らなければならないと L、う議会の

圧力が当時，優勢を占めていたことによるのであるO

結局， 5項話勧告が事実上全部， 議会で添認され， 1970年 7n 15 I=J 
防生産法第719条が追加され， CASB が設立さ5れ， CASBの権限及び続務

が連邦法の中に規定された。

719条は次のような構成になっている。

(3)項 CASB委良の構成。

(b)項 スタッブの任命及び俸給。

(c)項 その他の人材の任命及び俸給。

(d)項 他の政府機撲の官覧及び毘閑人の愛用。

(e)畷 CASB委員及び他の政府機潔からの派遣者の俸給，民間人登用者

への俸給，非常勤綴員への旅費。

。)項 CASBと他の政府機関との協力。

(g)項 原儲計算基準の公布，基準の罫妨契約者及び関係政府機演の適用，

基準適期条件，基準及び規燃のコスト・ベネブイヅト，議会への報含，

基準の呂的。

(h)項 原題計算基準の施行， 契約条件として嬰妨契約者の原価計算実務

罷示，原掠計算2悲惨非準拠による原備増に対する強制j的契約価格襖整条

締絡調整の期間確定法と最高料率，一般適用除外，基準及び規則の

の発効の時期。

(i)項 版協計算基準及び規則の官報への公告，利害関係者の慈見聴取と

基準及び渡期の法律としての機能，発効日，一毅適用除外。

(j)項 原価計築基準に準拠したか否かの決定，契綜者の関係資料に対す

る政府監夜機関の調査権。

(k)項 CASBによる議会への報告。

(1)猿 歳出さと受ける携強。

これらの連邦法にもとづき， CASBは設最後約 10 の活動がみられ，

1980匁 9月30日 の承認を受けず，事実上納鎖している。この 10



CASBの権限委譲早川 23 (853) 

年間の CASBの主な活動を次の順序で見ることにしよう。

1. 原価計算基準

2. Disclosure Statement 

3. 一般適用除外

4. 特別適用除外

5. 基準及び規則に対する監査の実態

6. 基準及び規則の適用対象

1. 原価計算基準

CASBの事実上の閉鎖日である 1980年 9月初日から 1カ月後， CASBは

残務整理と Lて11月に CASBの10年間の累積報告書を議会に提出してい

る。その報告書によると CASBの19個の原価計算基準は次の 3つに大別さ

れるという。

1. 首尾一貫性基準

2. 期間配分計算及び製品別配賦計算の統一性基準

3. 各種間接費クゃループの製品別一括配賦の統一性基準

これらを次に順次，見ていくことにしよう。

(a) 首尾一貫性基準

この範鴎に属する原価計算基準は次の通りである。

基準 4011原価の見積， 集計及び報告の首尾一貫性j， 1972年7月1日発

効

基準 4021同一目的に発生した原価の配賦の際の首尾一貫性j，1972年7月

1日発効

基準 4051非許容原価に関する会計j，1974年 4月1日発効

基準 4061原価計算期間j，1974年 7月1日発効

これらを要約して見ょう。原価算定の際，見積，集計及び実績の報告段階

で同じ原価計算実務を首尾一貫して用いなければならないこと(基準401)，及

び直接費・間接費区分が不明確であれば二重回収の虞れがあり，その区分を
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明確化L， その区分を首尾一貫じて用いるべきこと(基準402)，たとえ国防

契約非許容原価とされていても，首尾一貫して従前の原価計算方法を適用し

て計算されるべきであると規定し，単に，非許容原価とされた部分を別個に

明示する方法をとるべきだとしたこと(基準405)，及び原価計算期聞を一カ

月とすることなく，契約者の株主向け年次報告書でカバーする会計年度の期

間と同じであるべきであると規定している(基準406)。

以上，大別して 4種類の首尾一貫性に関する基準であったといえよう。

(b) 期間配分計算及び製品別配賦計算の統一性基準

この基準に属するものは各種の原価要素について，当該原価計算期間に帰

属すべき部分を確定するための期間配分計算と期間帰属確定後の費用の製品

別配賦計算についての規定であり，上記 (a)の首尾一貫性を守られたという

前提に立っと，統一性に関する基準である。この基準に属するものには次の

ようなものがある。

基準 4041有形固定資産の資産化J，1973年7月1日発効

基準4071標準直接材料費及び標準直接労務費の使用J，1974年 10月1日

発効

基準 4081有給欠勤のための会計J，1975年7月1日発効

基準 40!:J1有形固定資産の減価償却J，1975年7月1日発効

基準 4111材料の取得原価の会計J，1976年 1月1日発効

基準 4121年金原価の構成と測定J，1976年 1月1日発効

基準 4131年金原価の調整と配賦J.1977年7月20日発効

基準 414I設備資産原価のー要素と Lての貨幣の原価J.1976年 10月1日

発効

基準415I繰延俸給原価の会計J，1977年 1月1日発効

基準 416I保険原価会計J.1979年 10月5日発効

基準 417I工事進行中の設備資産原価のー要素としての貨幣の原価J，1980 

年 12月15日発効

この範轄に属する基準は 11基準に及ぶため， それぞれの要約を書く紙数
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がない。結論的に言うならば，爵防契約原備計算が主限であるためF 契約者

側では可及的速やかに費用回収を図るべく各費鼠を任意に郎待費沼化する傾

向におる。これを避けるために，即時費用色に対しては厳格な基準を設けて，

それをどパスするものに限定しようとしている。パスしないものは一良資産化

ふそれな当期締繕部分と次期帰属部分に期開配分しようという趨授であ

る。これにより，契約者相瓦間の比絞可能性の向上ーをもたらす統一性基準に

しようとしたのであった。

この計算が正確に出来れば，次の段舗として各費践を製品別配賦する必要

がある。この範隣警に属する した基準に関係する費自について

製品鰐議日賦の統一位を目指している。

(c) 各種調接喪グループの製品鵬ー措霞践の統一性義準

(b)でも際援費の期間寵分計算後の製品部記賦について規定していた

が，その時は潤接費をど椴かく分類した各繋尽についてであった。しかし，こ

こでは鵠接衰の中で開鷲的な費用が集められたある種の間接費集合勘定の況

試を取り扱おうとしており，す蜘でに鎖倒配分計算が正確に行われた後での配

試にかかわるものからなっている。これらの範轄に入るものは次の通りであ

る。

403 I本社饗のセグメント別配斌j，1973年7月1日発効

410 r事業単位の一般管理費の最終原fiffi対象物への配議j， 1976年 10

月 10日発効

418 r箆援費の賦課及び間接費の配紋j，1980年 9月20日発効

420 r独立の研究開発費及び入札毅尽の配紙j，1980年 3月訪日発効

これらは隣接費を一般菅理費と製造間接費に大JJJjし，前者では本社費，研

究開発費，入札費用，及びその他の一般管理費?に後3警は議準418の取り設

う製造間接費に分けている。これらの4基準は間接殺の艶賦基準選択で厳格

な要件を課している。たとえば，本社費の記賦については撚著 r米

の研究J第2章に詳しく述べたので参照されたし、。本社費を売上高と

翼係づけながら 4段踏のスデヅブを踏んで、初めて本社費の各セグメント別配
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裁が完了することを述べたもので、ある。

以上， CASBは19偲の原備計算基準を公布L それが現在，実効力を伴

なうため DCAA，GAO及び CASBの基準合準用している他の政府機関の

致査機関が政府契約に対して準拠しているか否かを監査している。 CASBの

選準は間関契約を主般とし，契約原稿の上昇な食い止めるために契約者側に

不満の残る嘉準ばかりといって選管ではなし、。その長動として， CASB 

駕ーと，開鎖十こi患い込む政治工作が行われ，それに成功したのである。これに

ついては，第4節及び第5節のところで検討することにする。

2. Disclo語ureStatement 

実行可能性報告警の勧告で，強く打ち出されたものの一つが Disclosure

Statemer誌である。これは契約者の原儲計算実務な凍結させて，期開継続性

を保とうとするためのものであった。仮し， CASBの新た

設定された場合のみ， それに君主拠した原価計算実務に調整した上で Dis"

closure Statement をど提出させた。こうした笑行可能性報告書の趣旨は照防

719条及び CASBの規則が受け継いでいるため，連邦法及び任政

規期を詳述しなくてよいであろう。さらに 1974年3月末に擬出された 998

Disclosure Statement の原価計算実務の分析については，

『米間企業会計制度の研究』第2霊祭に詳述したので，重複をど避けよう。

補足したい点、は DisclosureStatementの収築情況と一般適用徐外であるの

最初に Disclosu宣告 Statem叩 tの規定が適用されたのは 1970年7月1日以降

である。この時の適用競走は， fl971会計年度の期間中，支配下にある子会社

及び鴎連会社を含め 1971 会許年度〔治初年 7 f:l l 阪 ~1971 年 6 月 30 問一一筆表〕

の期間中に 3，000万ドル以上の国防交渉主契約の落札を受けた企業にのみ適

用されたj のである。かくて， 1973年6月30日現在で、この規定が適用され

たのは 92社の大企業， その落札額総計は200億ドノレに達している。この 92

社は各卒業単位毎に DisclosureStatement 会提出しなければならないため，
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960過に達したと報告されている。

1974年震には，この適用規定が拡大され， 3，000万ドル以上であったもの

が， 1，000万ドル以上jζ改lEされることになる。その結集， 1973王子6月初日

現在では， Discloure Statemer誌が 1，100通に達している。この拡大規定に

より， 1紛 j重増加し，企業は 41社増加することとなった。

なお，この年度に加の改正規定も実施されることとなった。菌防契約を受

ける教育機関，特に大学に対する DiscloureStatementは鷲利企業とは異な

るユニュークな原純計算制裁であることきど認め，異種の DisclosureStat告meI誌

を提出させることになった。 この規則は 1974年 4月 1日以降から適用され

ている。

1975年 6月初日現在で、提出された DisclosureStatem叩 tは 162社の主契

約者からで， 1，292通に及んでいる。

1976年度では議用規定の拡大が行われている。詑前では，:1:契約者のみが

対象であったものが，下請契約者にも Di器closureSt試合mer誌の提出要件を拡

大している。かくして， 1976年 6月初日現在に 提 出 さ れ た Di器closu問

第3表 Disclo制 reStatemer誌の提出件数

企業費支
Disclosure 

契約者の対象Statementの数

1973 告2 600通 3， 000 7j r/レ以上主契約者のみ

1974 133 1， 100 1，000万ドノレ以上主契約衰のみ

1975 162 1，292 1，000万ドル以上主契約者のみ

1976 190 1，377 1下，0請00契万約者ドル以上主契約3普及び

1977 219 1，488 下1，的請。契万約者ドノレ以上主契約寺普及び

1978 261 1，617 下1.0諮00契万約者ドル以上主契約者及び

1979 1，800 下1，0請00契万約者ドル以上主契約2普及び

1980 300 2，0∞ 下1，0議00契万約考ドル以上主契約表及び

出所:(6) 1973，. p. 16， (6) 1974， pp. 8-9， (6) 1975， p.7， (6) 1976， 

p. 5， (6) 1き77，p. 4， (12) p. 1627， (15) p. 21 1立び乙5)p.49 

から作成。
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Statementは190社， 1，377通に及んでし、る。

1977年 9月初日現筏では219社， 1，488霊患に及んでいる。 1978年度では

261社， 1，617通， 1979年度では 1，800通， 1980年度では 300社，約 2，000

通と蓉突に DisclosureSt泡tementの提出件数は増大している。これを表に

したのが第 3表であるo

3. 一般適用除外

醤紡生産法第719 より， 原則として 10万ドル以との国防契約者に fr;j

しては， CASBの基準及び規則に従わなければならないが，その倒外として，

CASBが規定した一般議用除外規則にあてはまるものはこの限りでない。さ

らに，契的当局から緊急その他の理由で特別に適用除外の申請があり， CASB 

がそのや畿を正当と認めたときには特別適用除外がなされることになる。そ

こで，まず，前えきについて考察してみよう。

一般適用除外を受けられるものは大別して，在.中小企業及び中小契約， b. 

外国政府及び外国企業， C. 教育機関，及び d.失業対策事業に分けられるo

a. 中小食業及び中小契約

1.中小企業庁 (Small1加 inessAdministration)の規定により政府調達問的

と定められた食業。

2. 前東価計算期酪で 1，000万ドル未満落札の主契約者及び下議契約者。

3. lf牛が 50万ドル未満の主契約もしくは下請契約。但し，その契約者が

すでに50万ドル以上の主契約もしくは下議契約に着手して， 未だ引渡し

の完了念行っていない場合にはこの限りで、はなし、。

b， 外鼠政府及び外箆企業

1.外国政府もしくは外国政府の下部組織への落札契約。外国企業への議

札契約に対しては基準 403及びそれ以降の基準の準拠義務の連用除外。

2. 英爵内で殆んどの作業会行う英間契約者への落札主契約及び下

約。 但し，その契約者は英関訪省にDisclosureSt証tementな鐸出し，

して開示した実務に準拠することに伺賞、したものに限る。
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3. WNATO PHM ShipJ]として知られる水中誘導発射ミサイル船に関連

L，米盤外で作業が行われる外国政府の下部組織もし〈は外盟企業向けの

契約。

c. 教脊機関

d. 

原{醤計算実務が FederalManagement Circular 73-8に準拠して行われて

いる教育機関への落札主契約及ひ。下請契約。但し，米関科学基金 (National

Scienc記 Foundation)により指定された連邦資金補助研究開発センターの箆

に入るものによって行われる契約は除く O

DAR (Defense Ac午lIsitionRegulations，鐙 E志議逮室経員百)1-8041支び FPRs 

1-1. 804で指定された労働過剰地帯企業舟けの一部契約保留に対する落札

契約。

4. 持主IJ適用除外

間防契約のうち関係省庁が緊急等のため， CASBに基添及び規則の特別適

用除外を求めることができる o 1977年及び 1978年の燦年ベ}スで次の7件

の要請があったと報告されてL、る。これを第4 ことにしよう。

4表で設意すべきは， 特JJU適用除外認可及び一部認可を含めた 1971年

1 月 ~1977 年 12 月までの合計が 3， 870 万下、ノレ程度となっているが， 別の表

さと見ると 1978 年度(1977 年 10131 日 ~1978 年 9 A 308)の特別遵用除外は間

関総省、だけで220億に逮していることである。これを第5表に示してみよう。

第4茨と第δ棄との特別議用除外の金額の大幅な義があることの理出は，

前者では新たに特別適用除外さと求めてきたものだけが集計されており，

では過年震に してきたものが含まれ，しかも，それの方が阜大であっ

たことを物語るもので為る。たとえば， 1979年2月28日現在，すでに60件

の特別適用徐外が認可済みなのである。関みに，国防総省調達総額に占める

原価計算基準に準拠した交渉契約の割合は第1表で見たように 1969年震で

は89%であったものが， 1978年震で、は55%に低下していることを指擁して
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芸誌4奇襲 1977-1978年度く歴年ベース〉での特別渡期除外の実績

表幹請 庁 契約滋 契約対象 契単位 約 額
(~&.100 Jjドル〉

特別適用除外認可

ベガサ九二&ンジ
海療省 英樹防後 沼76王手及び 1977 事 3 

ブログラム

浴室堅守詰 英国防省 ハリアー航nll空機記録機 25 
号普及び部

i祭主管省 英国防省
ベプfサスニ乙ンジン部品

結
1978年度ブ口グラム

総労学衛局 欧州家主主局 デマルチブレクサー 1.5 

事33.5

特別葱用除外一線認可

陸 軍 主 主 Ladish社 鍛迭機 〈注 1)

F以(ベa降bルrのiqギ特u…e別N是ational 社陵皇家守言 巡基沼準除外40〉9 F45 品ンジンi保全 事5.2

特別適用除外主管支p(注 2)

海主容守者 英国防省 ペガサス IIエンジン 事 20

設1.Ladish社に議キしされた玄契約及び下務契約のこの 2年間分について， CASB 

の幾員，iJ改圧によち，当該契約iこ対する基準議潟の婆件がなくなった。

2.外悶政府向の液中L契約に対しては，一般適用除外に改正された。

出所:C12J p. 1673， Information of Elmer B. Staats. 
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出所:(12) p. 1643， Information of Elmer B. St鵠 t5.

おこう。 CASBの蓋準が特別通用除外という便法により虫ばまれてきてい

ることを示す好例である。

5. 基準及び務員Ijに対する監査の実態

前述した CASBの探倒計算基準及び Disclosur巴 Stat告m邑I誌の規則は要件

を満たす関訪主契約ミ普及び下請契約者が準拠しなければならなし、。ところが
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CASBのスタップは 1979年 9月30臼現在では 19人しかおらず， 2，000通

近くに及ぶ DisclosureStatementの霊長査及び CASBの累価計算基準に準拠

しているか否かの監交を実際問題として実行でさないはずである。そこで，

国防生産法第719条 j項でも，政府監査機擦にその協力を求めているのであ

る。現実には， GAO と DCAAに監査の依頼をし，後者が額約に多いと

いえよう。というのは， 300社近くある契約者のうち， 11973年以降， GAO 

は26躍防契約者の し， CASBの規郊に契約者が準拠しているか

否かを監査したj と報告されているからである。

他方， CASBの基準及び規則は連邦法上，倒防契約に対する規制jであった

が，爵防以外の政府機関も準Fねしている。これらの監査で， CASBがかかわ

っているのは GAOを通じてで、ある。つまり， r非国防支契約者もしくは下

請契約者の監査で， GAOの一般的権限のもとで 5つの大学に霊友交依頼を

している」と報告されているのである。
24) 

次に，どのような手続で監査が苛われているかを考察することにしよう。

第1段隠は Disclo話ureStatementの監査である。その監査は専ら行政機関

拘に所講し，審査権主ピ有する監交官にその業務を依頼している。彼らが Dis.

closurεStatementが正縫に網緩しであるかを機ベ，ついで，開示された実務

が CASBの原価計算基準に準拠しているかを監査するのである。

第z段階は開示実務が実際の会計実務と同じであるかの監査である。この

監査の大半ば原僻見積の分析に占められ，残りは滋価補償契約における支払

語求の際の原縮分析，さらには予定値務契約のものでの分割支払請求の際の

原倒分析に対する監査である。監査官は契約者の実務が CASBの原錨計算

しているか否かの決定をど行い， もし準拠していなければ契約担当

の旨を報告する。そして契約担当官がさらに謡選王い

しているか否かの最終決定を行うことになっている。

2段踏の監査を議じて，最終決定i憶を有する契約担当官が契約者を非

と認定した場合には，その積雪ピ契約者に瀦告し，実務を修正させるこ

とになる。家た，非準拠の結果として，政府が余分の原飽きと支払っていた務
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合には国防生産法第719条 h項の混定により， 契約者に契約価格修正案な

提出させる。もし，契約担当者の最終決主主に不般のある契約者は行政訴訟の

道が開カ通れている。

かくして， CASB !3身が直接的な監査せとしていないことが明らかとなっ

た。しかし， CASBの基準及び規則は国防交渉契約の落札手続を担当する関

係当局に対する拘束規定となっている。そのため基準及び規刻に対する疑関

が生じたときには説明をしている。誤解が広まっている場合には，正式の解

釈基準会出している。今迄， 2つが出されている:

6. 義準設び規異自の適用対象

CASBの原{磁計算基準及び規則は連邦法で顕妨契約にかかわるものとし

ているが，現実にはもっと多くの政府機関に適用されている。罰訪契約にか

かわるものとして，間防総省、及びそのもとで、の韓軍省、，海軍省，

揺されている。そのほか航空宇宙局もこの基準及び幾則を適用している)。さ

らに調達庁 (G母neralServices Administration)も FPRsSubpart 1一3.12 によ

りこの基準及び規期の準用をうたっている。

これら以外に準用をしているものを含めると次のようになる。 CASB は

原級計算基準の理解{足濃のため省庁連絡3委員会 (InteragencyAdvisory Com‘ 

mitteりをと後援しているoCの委員会を構成しているものが CASB

現実に準用したり，準用を考慮中のものからなっている。 1979年 2月末現在

これらは菌防総翁，航空宇宙局及び調達庁のほか，ニιネノレギー省，保健・教

脊・福祉省及び運輸省のft表者から構成されているのである。}

1) (15J p. 2， Testimony of Senator Proxmir記.

2) (15J p. 3， Testimony of Con喜ressmanB告njamin.

3) (l1J pp. 2， 2224ゅ 2226.

4) (1] p. 95. 

5) (5J. 

6) (5J pp. 3-4. 

7) (9J抑・ 105-106.

8) (5J pp. 4-5. 
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めさ送機4.041えび407は (9)pp. 108-111が鈴しい。

10) (5J pp. 5-6. 

11) (9) pp. 106-108. 

12) (的 1973，p. 16. 

13) (6) 1974， pp. 8…9. 

14) (6J 1975， p. 7. 

15) (長)1976， p. 5. 

16) C6)1977， p. 4. 

17) (12) p. 1627， 1633， 1645. 

18) (15) p. 21， Testimony of Elmer B. S級品t8.

19) (5) p. 49. 

20) (1) pp. 120…121， (12) p. 1670-1671， Information of Elmer B. Staats. 

21) (12) p. 1661， Testimony of Arthur. Schoenh乱ult.

22) (12) p. 1672， Information of Elmer B. Staats. 

23) Ibid. 

24) (12) pp. 1674-1675， Information of Elmer B. Staats. 

21わ(12)p. 1675， Testimony of Arthur Schoenhault. 
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CASBが行ってきた業務は大弱であり，少人数の訴によくやったと，批判

者側からも賛辞が述べられている。しかし，その業務安熱心にやる余り，

来， CASBの設立に対して反対であった国防契約滋側誌次に述べるいくつか

の批判点を挙汗， CASBの権限を離小ナベく，いくつかの提案をしている。

そこで，まず，関誌契約者側の批判点を公聴会記録から裳理してみると，次

のように大別できるで‘あろう o

L 詳細規定不要論

2. 校葉末節基準集中論

3. CASB 18ヵ月論
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4. 1 りコスト論

5. スタップ過剰論

6. コスト・ベネブィ γ ト論

以下，これらについて順次，見ていくことにしよう。

1. 詳線規定不要論

この範購に入る批判者は 1979年 11月現夜，国紡総省鋸迷政策担当副次官

った DaleChurch氏と FEI(Financial Executives Institute，財務主主さ当幹部

協会〉の公聴会蕊言及び公聴会提出資料に見られる。

Church氏は 19791]:ニ 11月現在で 171協の原備計算基撲とそれに関連した

規則が発効しており， しかも当時， 3つの基準試案が出されていたことに関

したものである〈談終的には政綱の原倣計算議準が発効している)0Church氏に

よると基殺試案を含め 20飼のうち約3分の 2は不要であり， 約3分の 1に

相当ーする 7基準〈案〉のみが有効で、あるとしている。それらは次の譲りであ

る。

401 i原価の見積，集計及び綴告

402 r同一図的のために発生した原憾の配裁の擦の含思…貫性J

403 r本投資の七グメント別記賦J

410 i惑;業単位の一般管理費の最終原織対象物への配賦」

417 と間接費の区分JC蕊~417 は「工務巡行ゅの設僚資産l\1i:{i!Ii 

の-~妻紫としての貨幣の原綴」となっている〕

基準案418iサーヴィス・センター原{磁の紅賦J(蒸務418は「蕊援授の総諜及

び間接擦の露日欧Jとなっている〉

419 r材料関係の間接費の配賦Jく芸実態4191玄米発殺となっている〉

以上大別すると，基準401及び 402は首尾一貫性の基準であり，基準403

及び410は本社費及び事業単位の一般管理費の処理についての慕準であり，

417，418及び419は直接費及び間接費の区分及び間接費配賦に関係す

る基準で、あった。

Church氏がト記7つのみで充分だとするのは因坊生農法第719条 g項が
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「菌防契約者及び下請契約者により準拠される原綴計算原知における

と統~性を達成するための康鱗計算慕準jでなければならないこと，及

び開条 h項の賜示規定で、「直接費と認接裂のほ分及び間接費配試に用いら

れる基準を含めた悶防契約者及び下請契約者の原価計算原則の醤閣による開

示jを規定しているからである。そこで Church氏は首尾…賞性に演する

準と鵠接費の配賦にかかわる選議7つを選び出したのである。裂返していう

ならば， Church氏は原価要素の期fd'J配分計算にかかわる

いる。つまり民rr認の会計基準設定盟休である FASB

を不安として

を踏襲ずべきだ

としたのである。また，首尾一貫性基準の中の基準 4051"非許容探備の会計j

及び基準 406rJ京繕計葬期間Jに対しても規定の必要はないとしているので

ある。

こうして見でくると，特に正確な原価計算を行う前提となる原籍要素の議

開配分計算を民間基携に委譲してしまうと，前i選第2節のところで見たよう

に，鶏間記分計算法に数{闘の選択的方法が認められ， しかも実情に却してそ

のうちのどれ宏選訳すべきかの されていない以 L 国防契約涼備の

水膨れ現象は避けようがないといえる。 Church氏は劉防総雀の高官であり，

かつて国防総省、が ASPR第15粂の不明瞭な原価計算規則で関防契約を管轄

していたお時に逆畏りさせようとして， CASBの権l裂を際防総省に委譲せよ

とも提案している。この点については第5節で触れることにするが，こうし

た Church氏の姿勢は悶防契約者にも魅力となり， FEIを筆頭に Church氏

の意見をより強く打ち出してくるのでるi.So

Church氏の意見よりも FEIの;かが強烈なのは単に 2{闘の慕準のみが留防

719条及びそれを生み出す契機となった実行可能性報告審の趣旨か

らいって有効な議準であり， ft!H土余りにも厳格すぎるとして不要論を唱えて

いる。

FEIによると国防余震法 719粂 g項の f原価計算原則における

震性と統一性を達成するための藤価計算基準jの設定とL、う文章におけるキ

ーワ…ド，すなわち累価計葬原則，首建一貫性及び統一詮に対する解釈の違
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いが問題であるとしている。 これらの用諾を成く解釈してきたのが CASB

であり，これを狭く解釈しようとするのが FEIた筆頭とする国防契約者側

である。

FEI によると『原価計算原員U~ という f原則は忽括的かつ基本的法則，理

ないしは仮説Jと解釈している。したがって， CASBのように詳細に原価

しぼっつけるものであってはならないという。 FEI のこの原射

に対する解釈であると， 単に基準401，402という

とこの範鵠に入るとしている。

他方，統一性概念は実行可能性報努書によると法制化の趣設説明によると

向緩の環境ドで封書関係者に妥当な公正さを有ずる比較可能性，信頼性及ぴ

った概念であるとし寸。すなわ'I;>，

r!京!話計算茶懇で、いう統一俊とは同種空〉環境で，すべての利答関係者?にとって妥当

な公正さの送金泌を適切に考援護して，原{額資料の比較可能性，

この表現を実行可能性報告書の第 1勧告で次のように要約している。

仁a. 政府契約に関わっているさまざまの突然のもとで，会種の潔側を計算ぜんとし

て詳細に規定する方法で統一的遺郊を寝室ろうとするほどに，務総なJJll:fi活計算基義理堅きど設

主主し，途周ずることは喜怒行可能でない。j

FEI によるとこのような統一性概念で厳格な3意味での統一性でなく，緩い

統一性であると Lている。より具体的なところな実行可能性報告脅から引用

すると，

「さまざまの契約者の作業方法等の速いがあるため， その迫撃いから生ずるすべての

ない。必然的に大まかな

京阪計翼手基請させと設定することになるので，その義理長はすべての原価計事事の務問題に対

するき字組な規定にはなり得ない。J

FElはこうした実行可能性報告懇の趣債を汲んだ器防生産法第719粂の

統一段鱗念であることに注意を喚起している。こうした趣旨に沿ったものは

401， 402のみであるとしている。器準 403以降は趣段違反のものばか



CASBの権限委談王手JII 37 (867) 

りであるとして， その典型的な趣 409 r有形盟定資室長の減fiIJi償:
部j であるとしている。この慕準は厳格な統一位マヒ求める基準であり， FEI 

によると， rこの議準公布以*Jに額防契約の減側償却に関して継毅的な

案件の一つになったとLヴ記憶がなL、この慕雪量公布後，減{係噴却費という

添ーの原価要素の処理をめぐって葉大な努力が払われたと記博している。

やされた努力と比較して，政府に対する契約価格の引下げ効巣があったかど

うか疑わししづと批判している。本来，大まかな原綿計算基毒患で統一段及び

とうとしたのに反して， CASBは詳細で余りにも厳務主主基準

を公布したため， コスト・ベネフィット関係が有意に働いていなかったとい

うのである。

2. 枝業末節基準集中論

こうした批判は CASBの1980 カット及び 1981

カット 出した AdamBenjamin の強烈な発言にJiI，られる。

予算獲議は米爵憲法により下院の先議議:項であり，

歳出小委員長が Benjamin 氏であったのである。間小委員会は立法府に所

腐する CASBの裁初予算審議の際， CASB設援以来，最大の批判を与えた

のが 1979年2丹28日の公聴会マあった。この公聴会の後， 1979年 6Jj7お

には 1980年震予算の大幅カットの同小委員会の勧告が出， 1981年度予算の

全額カットの勧告が 1980年G月 17日に出ている。これらは Benjamin小委

の強力な CASB批判 くもので?あり，これが鴎防契約者側!の支援

のもとで法とし しているの

1980年度予算通過後， CASBは予算の大幅カットに恐れさとなして， 他の

政府機関，すなわち GAOに権限委譲をしようとした。その提案に闘して，

・住宅・都市委員会は間訪生産法第718条の経緯から公聴会を潤か

なければならなかった。間委員会の公聴会は 1979年 11Jj 2伐に行われ，こ

の持の震頭発言者は下院立法府歳出 Bεnjamin あっ

~. 

， ~O 
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Benjamin氏が 1980年度 CASB歳出予算大幅カヅトをやりとげた人であ

ることは前述した通りであるが，部氏はその時の去聴会における CASB の

活動の分祈念通じて， CASBは実行可能性報告惑で課された三重大箭題を関滋

し，枝葉末節基詩集の設定に精力を費やし， その結果， CASB が暫定的機演

であるにもかかわらず，長期的延命策を講じていると批判するのである。

なわち， Benjamin氏は次のように批判している。

「有窓義な DisclosureStatementが初来た。しかし，基準の骨総みとなる方法務

の樹立がなかったので， CASBt土災行可緩役事長?奇警で明記された問題の80%C第2;'l受

(A. 僚会援蓄を・間接費i表分40fキ +B. 間接索ìJÎc斌 56 件:)7A~D 120件=80%一一一筆

者〕さと構成する燦{服姿三去の処理をしなければたらないという忽たるね擦な笑際には途

長立できないマいる。

えば， CASB はすで、に g年も主張過しているが， 間緩要望語己目次及び直後事費・間接

費区分に関する基準重軽がIflても未だ正式なものとして採択されていなし、。そのかわち

お給欠勤の霊安隠については童基準化されている〈基準 408--~夜者〕。位:ま食品及び契約変

更の処潔号事については袴えられていても，ゑ久に1哉ち主義ばiされている。

議員長義的プブローチ及びヅラ γがないため， 校妻主宋織のトピックを問題とするが，

CASBを設後せしめた問題t玄米だき主義主化していない。

lIIJ者のf仰は今泰害者め(1979年 2JI 28 日一-~医者〕の下院立法府緩出小委員会の公

聴会を見れば切らかである。 今後完了すべき基準のリストセ出せとの愛求に対する回

答には以前に列挙されていなかった項目一一一製品務発ーーが入っていた。このトピッ

クは研究開発費の基準設定の識変期間取に浮び上がったものでおる。

会長の項自はある時は加えられ，

2主び立支援護壁・

CASB設置の際の本来の仕事を完了するにどれだけかかるかを言葉も知らない。-

陸軍総計算法建設は必要である。 CASBの委員とスタッフは CASBrこ説家湿している残

りの問題の解決にI匂げて務カと等門知識を注ぐべきである。

私は約 10長尚治こ問題となった項筏を v取急に完了すべ診であラ， I潟援要費配賦i二関す

る議撃が 1980匁 10月113 に公布されるべぢことを提案する。校業主食節問題の役者約主

中止すべきである。j

Benjamin氏の批判点は CASBが本来の仕事をぜ久枝 葉 末節の仕事 ばか

りしているというのである。 CASBに Lてみれば， 銘接費酷斌という中心

ら取り組んでも大まかな基準しか出来ないため，間接紫を構成

る谷原催要素の中で，特に原備計算実務が混乱しているものを取り出して，
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基準化していこうとしたのである。いわば，外堀から攻めていこうとした

のであるの このガ法のほうが緊拐であると考えるが， 国防契約者側に立つ

Benjamin 氏にとっては，校葉末節集中論に写ったのであろう。 しかし，

Benjam泌氏は CASBの予算な握る準要人物であり，この批判が単なる批

どまりでなく， 1981年度 CASB予算全出カットへ向かわしたのであった。

3. CASB 18カ月議

CASB は立法府に所属し，本来，議邦議会審議の上， 法律としての原儲

きところ合，使笈策として CASBにそのを務を与え，

CASBの漂締計算議準を連邦議会が 60民間に異議さと唱えなければ法律の効

力さと有ずるものとしている。 この{際笈策として設授された CASBは綾初か

ら永久機関と考えられておらず，校務終了の時点で解散することになってい

た。すなわち， CASBは暫定議劉の性格を有するが， CASB設授の趣旨を

公聴会の資料からみると 18カ月議あるいは 3---5年論であったことは明ら

る。しかし， CASBは 1970年 7}j 15日に設鐙を認められ，実際のffi

ゆったのは 1971年 1丹からである。すると， CASB は1980年 10月1

日から事実上の閉鎖となっているので，その存続翻鰐は 9年 10:;与月 Uの つ

CASBが8 ほど緩過したところで，なぜこれfま

いての批判が噴出している。

そもそも， CASBの在務が綬詔で鰐了できるとしたのは 1968

したかにつ

Rickover 

と， 1970王子の GAO

Rickover氏証言言は次の通り

Elmer B. Staat志氏の託言に関わっている。

る。

f霊堂要t.r.点誌は議会が原{泌計算法滋設定に対し号寄る撃な期i浪を設けることでdうる。 憲民は

議長18カ月を勧告するc 期恨の制約がなければ，仕毒事は容易に多年にわたり引きのば

されるだろうJ

まずこ， CASB の生漆全部にわたり CASB委員長であった GAO 長官

Staats誌は CASB誕生のための実在可能性報告書を 1970年 1月に提出し

ている。この報告書をめぐる 1970年の上院での Staats氏の会藤会証言ぎで
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も， Rickover氏誌言と間一路線であった。すなわち，

iProxmirel:院議員:どれだけの時間がかかるか考えを示して下さい。

Staats 基本的な裟準のことをいうのであれば， 枚々は明喜震に示ナことができる。

数々のいう 3億の中心的姦署長もかなち容易に実行に喜多されよう o 我々はこれらの件で

は 18カ月の期賂もあれば，問題ないで、あろう。

しかし，滅締役去11要望，製造2えびその他の間援費の配売買の領滅になると，非常に複雑

になるので，期i授を書長定?ることは緊切でないと思う。

Proxmire上院議員: 1 年半以上か。どれだけか。 2~3年か。そのあたうで少しj設

が開けるのか。ぞれが無期限では悶る。

Staats: 少なくとも 3~5 俸と怒う。j

Sta昌t告と Rickover氏 ぺ主， Rickover 氏が篠雑な康側計算基準な合

めて 18/今月 さるというのに対して， Staats氏はこれを含めると 18

カ月では無理で， 3~5 るという点で、ある。そのため， 1979年 2)ヲ

28臼の下院公聴会における Staats氏の証言は Rickover 氏寵ぎを次のよう

に批判してL、る。

f早急に完了するためにたくさんの人材を手ぎしていれば， より多くの重量挙を設廷で

きすこと慾う。言ろまでもなく，海軍や将 Rickover氏は CASBの法制イじを強力?と支

援し，絞蓄してきた人の l人で追うり， 絞初から当プログラムの強力な支持者であっ

た。彼は{余念、で、あった。例えば，彼はなぜ我々が業界との相談をせずして基機設定が

出来ないのかを理解していなかったし，怒号室設定の彼の余計上の経験を寿基礎にして-riJ

能であると考えていた。私の意見では，もしそうであるならば，たいした佼事ができ

なかったマあろう。談会はそれを受け入れるとは怒、われない。後?主1生急であった。

後は 18/寺月で、すべてのまま理主交設定できると述べていた。でも， それは不可能であろ

うoJ

w 
'- により， 18ヵ月では飽かすぎるとしろ論拠が示されたが，複雑な

を含めて 3~5 年で設定可能であるという Staats 氏自らの笈雪と，現実

には 8年以上:もその作業をやりながら，未だ完了していない事実との詞に矛

j蓄がある。これに対する Staats 氏の回答は次の藷りであるが，余り説得的

でなし、。

iBenjamin下院議員:現在， CASBは設援以来8若手経渇している。基象的な議準

のほか，複雑な基準も未発了であることの主主おばあるのか。
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rStaats: .私の間逸いで、しずこむ私は非常に楽観的で、あった。恐らく. 3~5 年という

証言ーをは，当時すべての基警察の設定に議きする期認をど少なくとも合渡的に確定できると

怒っていた。しかし， 2気持，
11l 

のです

しようとするすべてのテーマを知らなかった

しかし， Staats氏は 18ブ!iJjに及ぶ調交をして， CASB 設置のさI~ 金とな

済みであっ

を宛成し， CASBが取り扱うべきテーマをすでに研究

つ iぶのにもかかわらず，取り扱うべきテー?の全貌を知

らなかったと主張しても，筋が遥らないことになる。

このように 18 ヵ月論ないし 3~5 年論に対し 8 年以上も経過したことに

対する説明は説得的でなかったが，遅延理践について Staats氏は翌年の公

聴会では次のような開き躍り論理を展開している。

「長支初，私はE京総計算基毒患が比事変約綬業主間一-1年半一ーで後定できると予測jした。

当草寺， CASBが慕添設定j品事支勺霊長楽界2えびその他の政府機関とどれほど協議しなけ

ればならないかを予滅していなかった。義務設定過程で CASBが利害等関係務と時間

さとかけて決定していくのが緊切であろう。すべての利害関係者が CASBrとより沃さ

れた見解に対して意見表明言とする機会が充分もてることになる。 この手続によって

CASB f士公ネなりという好評を勝ち得ている。j

つまり. 18 カ月や 3~5 年では無理であったことの説明を利害関係者の意

見線、取に持陪がかかったからというのである。しかし祭出慌の暫定機関で

るったはずの CASBが長期に及んだことと，本節で取りあげた CASBへ

の他の各種の批判点が合流して.CASB予算の全面カットの方向に向かわせ

たのである。

4. 1基準巡りコスト論

1978年慶 CASB予算を巡って，下院歳出委員会立法府議出小委員会は，

CASBの原価詐算基準が 1基者名当りハーブ・ミリオンのドノレになるという

CASB側の説明を真に受け， これを諮めてし支ったと批判し， 1979年度末

(1979年9月30J])までの予算認可額ベースで、の 1基準当りコストは約 2倍

の 90万ドノレになるとして，余りにもコストがかかりすぎていると批判して
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いる。同小委員長 Benjam泌氏の計算によると次の還りである。

il979年度予繁でもって， CASBは設票差以降 1，453万ドノレきと受け取った。実霊長には

1慕考察当り台。万ドノレ以上に相当するゆ 14，530，000ム 16=事き08，125一一

B相 jamin氏の計算を立言をするため， CASB設置以降，若手年震の予算認可

額， 予算執行額を調べ， これらの累讃額な第6表に示してみよう。 さらに

1979 "i された諜髄計算基殺を時系列j般に第7表に列挙して

みよう O

策基奇襲 CASB設重量以降の予繁 (主挙位 1，000 ドノレ〉

会計年度 同累積額 予算執行額 同累積額

1971 事 820 事 820 事 72 事 72 

1972 1，500 2，320 882 952 

1973 1，650 3，970 1，480 2，434 

1974 1，500 5，470 1，342 3， 776 

1975 1，628 7，098 1，392 5， 168 

l事76 1，635 8， 733 1，447 6，615 

τQ 410 9，143 325 6，940 

1977 1， 700 10，843 1，571 8，511 
2企 2) 

1978 1，837 12，680 1，551 10，062 
B) 

1979 1，850 14，530 1，063 11，125 

1980 1，300 15，830 1， 189 12，314 

1981 。 15，830 168 12，482 

主主)1. 米慰霊童図 200年を契機に， 1976年に会計年度の変望きがきたま草

された。それ以祷では会計年度は前年の 7)守1尽からさ当年の 6JJ

30 13までとなっていたのが，lOJl1日から§万 30日までと変更

された。したがって，その絞過捻置として TQ(Transition
Quarter，移行間半期〉会計年度が設けられ， 1976年 7Jll段か

ら告月 3013 ~でとされた。
2. ここれは CASB1JlJJが滋務の根拠2こした数伎を示そうとした

が，予算認可額繁華雪綴では2万7，000ドノレの還が主主じているの

3. これは 忍叩jaminJXiが説明の根拠とした数{露である。

出所:(10) 1973，日.195， (lOJ 1974， p. 173， (10) 1975， p. 157， 

(10) 1976， p. 200， (10) 1977， p. 188， (10) 1978， p. 243， (10) 

1979， p. 297， (10) 1980， p. 363. (10) 1981， p. 380，及び(10)

1982， p. 377から作成。
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CASB n京総計童手議燃の年度別発事後数第7還資

肉祭緩数

O 

O 

2 

S 

7 

11 

13 

14 

15 

16 

18 

19 

基題懇談窓数

A
v
n
v
円

A
q
δ

ぅ“

A

吹っ
M

2
ム

'
A

1

2

1

 

姦惨殺主主

なし

なし

芸家紋 40l~402

総務 403~404

法策 406~総?

議準 408~409， 411~412 

基準410，414 

基準415

基準413

3送機416

終準420，418 

3盗望書 417

会計年度

1971年皮

1972年度

1973年度

1974年度

政万年度

1976年度

TQ年度

1977 

1978然皮

1979年度

1980年度

1981年度

主主)1. これは Benjamin氏が議機の綴拠とした数i援で、ある。他

方 CASBは1978年控室までに公布された基講義数は 151固であるも

のの，基準416が総79年度の初め (1979匁 10}j5臼〉で、あった

ため.1978年度の CASBの議室綴の中に入れている。

出所:(1) pp. 262ω496から作波。

り90万ドルは CASBのいう約ハーフ・ミリオンのドルとは大幡

その説明を求められた。その回答では計算の操作をしても，

その説明資料は次の還りである。

り，

1 

な開き

していることがわかっ

il978王手皮までに CASBは事 12，653，000の歳以があったが，そのうち約 1，000万

ドルしかそ予害事執行できなかった〔音響5表注2参照一一筆者〕。 約260万ドノレは繰り延

べられ，財務省、に返議室した。 7 王手 9 カ月(1971 若手 1 月 ~1978 塁手 9 月末一一室愛者〕の年

平均では約 130万rノレになる鴻 10，062，000+7.75=事1，298，323一一委疑者)0CASB 

が行ってきた他のナべての活動のコスト戸総説すればI 1委主建立さ当ち約60万ドノレにな:5

($ 10，062，的。十16=事628，875一一筆者。)J

総 60万ド

1 v;とこれらは CASB側に都合のし、L、ように計算され wている。しカミし，

スにしていること，るのでなく，予算執行額をぺ予算認可者覧会ベース

として公布されていないもの 17表注 1に示したよう第2

当りコスト計算していることであ

次のようになる。した場合には，

エベースにして，個きめ 16

これら
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年平均の CASB予算

$ 12，680，000+7.75=議1，636;129 

1基詩集当りコスト

車工2，680， 000 + 15竺公害 845，333

この計算方式であると. 1978年震で1 りコストが$845，333， 1979 

年度で事 908，1おとなり， CASBが主張するような 60万ドル程度という

らかけ離れていた。 CASB側に都合のよい計算方式をとって繊算要求

なしていた事実が問題とされて CASBの予算大幅カットの引き金のーっと

なってしまい，その翌年度にはさ交面カットヘ動いていったのである。

5. スタ '1フ遇策!論

Benjamin小委員長ば 1970年の上院公聴会における St銅版氏の CASBス

タッブの人員数の答弁を蒸し退1.-， CASB 存続 18 カ月議ないし 3~5 年論と

の潔係でスタ γ ブが退剰であるという判断念示している O そ こでまず1970

年の公聴会の質疑応答を引用しよう。

iGoodell J二校議員:~.はおtaats 氏一一一援者)CASBの設絞を勧告した。 CASB

にどれだけのスタップと義援限を殺すべき?と考えているのか。;g-の緩j告に沿うにせよ，

告誌の方法でやるにせよ， もし徐々 が議会の'!'IJ控訴で GAO内でそれを設霞?るとすれ

?ま，

Staats:そのき芸えは設がどれだけの卒さきで片付けようとしているかによる。 もし超

特急で，例えば 18ヵ刃でやろうとすれば切らかによち若手くの人員会，必要きとする。

我々はたくぢんの人員~求めているのではなし九 GAO であれ，独3之の政府機関で

あれ，少数精鋭のスタヲブな考えている。

淡々は原価計算主義深に笈接関係している余計機業界及び燦業界関手本から絞式;の交援

会受けたい。このようにすると，多くの人員を採用しなくてもよいが，コシサノレタン

トや外部綴織から大いに効言を受けたし、。

Goodell と設議選及:タくの人民とはどんな3意味か明確?として下さい。1O~20 入金、O

Staats:その程度のことをど怠っているバ

この発言言で設大 20人という

の琵務終了は最長 5年という

られ， さらに前述したように CASB

も取られている。すると単純計算してみて
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も， CASBの法務終了は慈ベ最大人員で20入x5=100人でよいことになる。

しかし， CASBの批判が始まった 1979年 2月28日段階ではすでに CASB

は8年経過しているのである。したがって，最初に日論まれた延べ最大人員よ

りら綴以上過剰ということになってしまっているOこうした批判は Benjamin

氏の次の公護会発言で切らかとなる。

同年後の今日， CASB スタッツは 19人である。 これ事誌になったのは段70匁に誤

GAOで、設置dれたとして，計算をやってみよう。延べ人員のことで、

あるのもし我々が 19人にS匁を乗ずると，延べ人数は 152人になる。 Goodell上競

議録に対する答弁で，設は (Staats一一制緩:者)3~5 年， 1O~20 人と答えてし、る。する

と延べ人員の最小法 30人，畿大は 100人となる。今箆，これをかなり緩過してし、る。

最大延べ人気の50%;議しであるU

これに対して Sぬa総氏は国惑じてしまって，等弁になっていない発言を

述べるにすぎないのである。すなわち，

r~当時の計繁で私に霊安径を負わさせないで、下浅い。賞受紛の段階でどんな事が起るか

設もわからないのです。これは輸な答えです:」

しかし， Staats氏は CASB設霊に向けての実行可能性報告議作成の資笹

であり， 18ヵ月に渡る国防契約における原価計算実務の徹設的研究をした

後であり，しかも当持から GAO長官を勤め. CASBの生渡全般にわたっ

て CASB委員長を併をしてきている。その Staats氏がこのよう

ったことは. CASIきに対する批判者に対して，大きな武器を与えたことにな

~. 

，~。

6. コスト・ベネフィット鵠

爵妨契約に対し ることにより，コストよりベネツ

ィットの;万が大きくなるという主張は CASB設援の有力な支持者であった

Rickov紅氏によって，最初，展開された。こうした主張は政府が他の新た

るとき，常に論拠とされている。当時. Rickover 氏は莫大な原

級節約があり得ると主張して，支持が得られたが， CASBの晩年にその根拠j

はま畿釣であり，言十数約に担揮できなかったことに対して，猛裂な批蒋が飛
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び出すことになった。まず. Rickover氏が CASB

の公証会証言言を次に引用しよう。

した 1968年

「現実に統一原綴計繁華E建さを設定すれば最低でも原i演の 5<"10%を節約ぞきると思

うO この際倣節約は優に年間 20長室ドノレtこ主撃すると，号、う。j

この発言に見られる 20億ド/しの原鉱節約がもし実際にあり得るならば，

CASBの年平均予算が百数拾万ドノレであるため， CASBヘの数多くの批判

は総数したであろう。ところが，どれだけの原価節約かを計数約に把握でき

ないことから， 他の批判とともにこれが攻撃材料に転換されてくるのであ

1979年 11月2自の上競銀行・住宅・都市委員会での Riむkov町民の公

聴会答弁と上院議員の批判さど次に引用しよう。

fRickover海軍中将:当時の試簿20億ドノしは悶妨総省調途予算〈然1変重量娘一一-

2筆者〕の 5%であり，その予繁を多年度にわたる資料から. mtfilli計算基準が調達契約

締格に対する議漆原儲~20稼 1:ノレ節約で、きると患った。

あなた (Garn上院議室長一一一議芸者〉がこれよち少々いとしているのは.CASBがす

で、に影響を与えてしまっているからと怒われる。華民の誤芸家とはJ患わない。もっと多く

の原級節約であったかも知れない。 長室儲計算主主畿がなければどれだけの調室長契約価総

になったかきど知るつぢ法がないので， mti紛計事手基準が設定されてどれだけの際価節約に

ts:ったかをど疋礁に知る方法がなし、。だから.n主鰭節約の評判訟とることができない。

もし CASBがそれを潟べても，葉大な語表i強節約ミピ求長うてはならない。 CASBv主新し

い星空i施、計算姦尊章宏設定するであろうから。

CASlきは致潟支出の無駄を省く段級官庁の役都合総っている。それは大きな役割

である。療{部計築がなかった特には，今臼より途かにさ手くの原価計算上の係争事件が

あった。当時，ある向じ政府発法ぷに立言する契約三善の原価及び利益見療を海銀者と

GAOが行った結論 7つの異なった数値が生まれたことがあった。ここれらの数後は

50%もの皇室があった。

DCAAの見積によると，原価計算基準により数百万ドノレの主主総節約が得られた

と毅告している。私の3露見では，これよ容量をかに多いと考えている。あなたが CASB

の縁日良女弱めるや1:Ifや，ふらゆる係争考事件が挙手起してくるだろう。

Ga紅rn上院議員:私はあなずたこの2雰雪う ζ と?にこ反対で

予9鎗援よ兵芸以外でiは主室匁す衣:~隊撃 Iにζ所濡せず， 産業界出」きである。際{初計算主義慾及びコスト・ベネ

フィット王子析の重量華客往について誰も言葉く知っていなし、。 CASlきが主主憾計算基準を設

定し，原鏑節約をしているtJ:らば反対しないことは自明勺ある。というのは図防総省
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が康総節約をすれば， ょう喜多くの箪芸評システムを疑事入できるからである。

Rickover海緩や将;上院で CASBの17人のスタッツを除去しようとすると，政

府に追加人員として数千人を必華客とするだろう。ゆえに，そのような方向に向いてい

ると潔解したくない。緊急に人員郎滅て、きる多くの部署があると怒う。何故，続税若者に

00らかに附悩溺滋で、貢献じξいる小総綴 (CASち一一筆滋〉に批判が集中するのか。」

Rickover誌の主張は CASB が国防契約における原価節約で大きな役割

したというものである。しかし，譲価節約がどれだけであったかを正確

ることは，ぞれEI体無理であるという論法であっ

CASB批判者側はこうした漠然とした原価節約に満足必ず> CASB の詳

細な原綴計算基準により函紡契約者側に過度の事務費用を強襲し，っし、には

国防契約価格を増大させたという論法をとってL、る。こうした批判を生み出

となったのは> 1975年の国防生産法第 719条の改正に端を発する。

すなわち，留fVj生産法第719粂の改正により，原備計算基準の設定には露

価節約を認識したものでなければならないという波定が追加された。これは

自防生産法 Andersen として知られている国防生産法第719条 g噴の

追加麓定のことである。同規定は次の通りである。

rnまf凶計襲撃基準を公司きしたり，湾総書皇の今李総のための課長1を公平詳したりする擦には，

CASBは本条 h援の 3に努記されたま議会への報告書類により z 予想ベネフィットに

対する実施上の予想コストを薄手慮し，議会に綴告することな援す。滋し，予怒ベネフ

ィットには契約の鱗終決定，管T史及び決済における利益及び改養を含み，予想コスト

はインフレーションの彩響を方日欧したものである。J

FEIによると， この鴻邦法規定が詰るるにもかかわらず， 充分なコスト・

ベネフィット分析を行わず，今 Bに笠っているとし寸。

他方>CASBはこの連邦法規窓を正磁から受け取めL，コスト・ベネフィ

ット分析の包括的な研究を一段だけ試みている。それは BigEight 

務所の一つで、ある ArthurAnおお組に依頼した調査である。それは4人か

らなる専持家の調査であり， CASBに 1978年 11fl13自に答申されている。

その調査結果の結論安次に引用しよう。

f我々の結論は CASB基準念体でも議準毎についてもコストベネフィ γ ト
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数{複で誤u廷できないということになった。この字下iこ経験があり，妥協の務得をもって

活動い各緩の{言葉棄のある情報安~~議所に緩めてそれな利子話している良識ある人なら

民十銭1念行っても，なんらかの調整合行わねばならないから滋に計算せと行うだけで

ある。そのまf算は数値をぷすより，煩番をつけることになろう G よその計繁f1正磯な数

値よりも大ざっぱなものであろう。ぞれはおにま絡みこまれるたぐいのものでなく，た

えず改訂されることになろう。この情況は他の多くの逃邦法，行語文規則及び耳元扱通達

のメザットに関係した計勢。でも大主義がない。我々の結論は，例えば逮邦政府への炎上日

命令機会有する各種室長立機関に直面するコスト・ベネフィット跨題に関係してきた人

たちの給総と大援がなし、

その理由il明白マ?ある。 1基準の公布から生ずるコスト・ベネツィ γ トは直接的な

ものもあれば総接的なものもある。郊疫に反応するものもあれば，若干の期間の後に

反応するものもある。その基準が設定された情況にも依符するし，他のゑ豆捨建設にも

依存することもあるし，その後の基準の渓闘によっても依存することがある。現，t記の

状態な…定tこして，もしくは将来予測の言震災なもの没入れるとして，コスト・ベネ

フィットを追跡しようとしても有益でない。コスト・ベネフィットを合計し，間漢を

上七絞ずるためには，数期間に及ぶものには綴引率を沼いて，隠者のま長類が千づきれねば

ならない。人によち割引率会~，亀なる。これらの王室自により，各道芸準もしくは2謀議容全体

のメリットは主観の多い判断でのみ最終的に決められることになるc それらは科常的

テストにより嫁定されることがで、ぎないも

この CASB

批判している。

に対して FEIは議足していなし、。例えば，次のように

fしかしながら 我々は改訂セ伴なう合理的た計算は全然計算したいより勝れてい

ると確信している。j

fこれらの関怒と対する答えは主観約意見であってはならず， 実際空〉経常的楽象へ

の影響に関する計数化でなければならない。この護主要湾総は正阪から取り総支れるべ

きで，議もが認ある悶難な佼翁.だからといって言葉で置き換えられたち，閉経したち

してはいけないと考える。j

FEIと同一路線の発言は Garn られる。 Garn廷は概

算舗でもよいからコスト・ベネフィットを示すべきであるとし，これが不可

能でないことは， 現に詫間国体で行っているからであるという。 CODSIA

(Council of Defense and Space Industry Associations，国防・宇宙長震災協会協議会〉

は 1975年と 1976年の 2闘に渡り，，*原価計算基準のコスト・ベネフィ γ ト

の金額計算念行っている。 1976年調査によると， CODSIA加盟は 81社，
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備計算基準準拠契約総額は 1紛億ドルになるとしている。その調3支給条の結

論は次の通りである。

n京綴計算3患者棄は主主準 401以降， 81社の事務費用さと約5，600万ドノシi塩加支出せしめ

た。

その費用は諮薬務のま!司査及びそれへの適応，工)isclosureStatementの作成及び管

主妻、，新E京総計算議当主によっ怒った変更のさだfj-，会計5総務の会社fJ1Uの変更に対する符主主

と交渉，及び弁書室拠殺と決定されたことによる事後f普澄が含まれる。

新基準の誕伎による奴{衡計算三総務の変更は契約繍裕司〉変更に大きく反映しなかっ

た。わ子か67万 3，000rノレで司あった。…
契約渓が CASI主主主準決び規賢iJに準拠しない湯会，それに担当する言語を利子付きで

~渡しなければならない。政府軍主筆恰'もしくは契約担22'阪は 777+牛の非常義拠数をあげ

てきた。その殆んどはコたさな受注緩むないため取争下げられた。しかし， 203然:は白下

審査中で、ある。 その殆んども恐らく耳元号下げ、られるであろう。 11{lj:つは行政訴訟され

ていたり，それを考えるとしている。

回答者によると，約 1，240万トツしの追加費用は夜間作業から政府作業?と配分された

と述べている。

その他二つの結裂を生み出した。

間答ミ警の 60%1ままま{iIIî~害発及び新契約のうど議長特総会:増大したと漆えている。

問答者の 6号忽は CASB法考基があるがゆえに政庶民買{泌が機大したと答えているoJ

このような FEI，CODSIA及 び Garn上院議員の批判に対して， CASB 

額"は罷査をど試みても，原側節約の大きさを測ることができないため，上院銀

・都市委員会での質議応答では勝ち闘がなかった。 CASB側からの

おaats氏， Bevis氏，及び Shillinglaw氏の返答は CODSIAの計算法に欠

簡があるという，批判のための批判に終っている。

1) (13) p， 40， (14) p. 35. 

めど15)p. 70， Testimony of Dale Church， [15) p. 72， Statement of Dale Chllrch. 

3) (15J pp. 98“103， Stat恐れleれtof Financal Exec誌tivesInstitllte‘ 

4) (15) p. 98， Statement ()f FEI. 

5) (5] p. 28. 

6) (5) p.お).

7) (15) p. 99， Statement of FEI 

8) (5) p. 14. 

号)(15) p‘99， Statement of FEL 
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10) (12) pp. 1621-1696. 

11) (13) pp. 40-41. 

12) (14j pp. 35-36. 

13) (15J pp“3-4， Testimony of Congressman Benjamin. 

14) (15J p. 16， Quoted in the Testimony of 8enator Garn 

15) (12) p. 1665， Quoted in the T部 timonyof Congressman Benjamin. 

16) (12) p. 1669， Testimony of Elmer B. 8t総 t8.

17) (12J pp‘1665-1666. 

18) (15) p. 14， Statement of Elmer B. S偽証ts.

19) r12J p. 1645， Testimony of Congressman Benjamin. 

20) (12) p. 1660， Testimony of Arthur 8choenhaut. 

21) (12) pp. 1667-1668， Quoted in the Testimony of Congressm出 1 Benjamin. 

22) (12) p. 1668， Testimony of Congressman Benjamin. 

23) (12) p， 1668， T邸 timonyof Elmer B. 8taats. 

24) (15) p. 16， Quoted in the Testimony of Senator Garn. 

25) (15) pp. 16-17. 

26) (15) p. 76， Statement of Richard G盆 Mul1igan.

27) (ll) p. 2235. 

28) (15) p. 99， St品tementof FEI 

29) 05) pp. 30-31， Testimony of Elmer B. 8taats. 

30) (15) pp. 44-45， Report to the CASB by a 8pecial Group of Consultants to 

Consider lssues Relating to Comp証ringCosts with Benefits， November 13， 

1978. 

31) (15) p. 100; Statement of FEI. 

32) (15) pp. 104-126， Report-Second Industry Survey， Economic Impact of Cりは

Accounting Standards by CODSIA， Fall 1976 

33) (15) p. 104， Report......by CODSIA. 

34) (15) pp. 3(ト31，てrestimonyof Elmer B. Staats. 

35) (15) pp. 58-59， Testimony of Herman Bevis. 

36) (15J p. 60， Testimony of Gordon Shillinglaw. 

第 5鮪 CASB移管先論争

CASBは第4節で、述べたように数多くの批判点、が上院・下院の公聴会で出

された。批判の出発点は 1979年 2月訪日の Benjam泌氏を委員長とする下
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腕歳出委員会立法府歳出小委員会〈以下， Ber羽詰lin委員会という〕の公聴会で

みった。その約 1;i展開前の 1979年 2月説日の上院議出委員会の公聴会では

CASB側から出された 1980年援概算婆求額 180万ドノレの詳絡を開くだけに

っていた。

日enjamin委員会の公聴会は前節で述べた数多くの批判点、が噴出 L，その

公聴会を土台にして 1980年 5J:! 11日に作り上げられた間小委員会報告

(以下 Benjamin第1報会選という〕では，次のように CASBの権i袈委譲を勧

している。

f当委員会は 1980年度予算で、130万ドルの遺棄出合紛紛ずるむ同書棄は概算要求額より

50万ドルのカットマあり， 1979年予算よち 55ヌヲドルのカットである。とこのカットは

CASBの作業が近く終了し，そのプログラムからの脱去pを平念、に始民うねばならないと

いう考えに基づいている。」

CASBが原iil@十禁事(1)会tft喜一焚性と統一伎のJ向上に火きな災献を果して

きたこと，及び CASBの残存期間が間接費妻霊祭を完了する玄で、延黙されるべ、きこと

を考えている。 これらの義者主の仕事が 19771手初めに始まっているので， 三三委員会は

これらが 1980年会計年度末設でに会布dれるものと予衡している。

主義邦議会関係委員会は CASBの活動を潟考委譲し，漆邦政府に護費用の少ない適切な

機関で継統的作業が出米る日擦を途成ずべきである。」

下撲が突策的な予算審議で， 議法上先議権を有しているため Benjamin

工事長告惑の勧告が上践に上程されると，ぞのまま通過するのが普通であっ

た。したがって， Benjamin第 l報告書は非常にJ権威あるものであった。

Benj悶 un第 1報告審による CASBの権限委譲勧告に対して季その後，

いくつかの代替案が出されることになる。ぞれらは次の通りであるo

1. GAO移管論

2. 関防総省移管論

3. CASB存続論

4. 0話B移管論

このような代替擦は Benjami設第 1 となったが，そ

の l年後になっても論争は決着しなかった。すなわち， 1980年 6月 17日の

ード錠歳出委員会立法府歳出小議員会報告審〈以下， Benjamin終2報告書撃という〉
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では移管先が確定していないが，予算全面カットの勧告を出しているため，

CAS践の移管先をより明白に限定している。すなわち，

f翼手拠の絞督と行政は行政府の伝統的な機吉きである。j

と勧告している。こ くと GAO移管論及び CASB存続論は法

制上，立法府に所属するために，この勧告の 1980年，6月17日以降，これら

の代替案を提案することすら出来たくなってしまっている。

CASBは 1980年 9月30日℃、もっ カット 閉鎖し

ているが， CASB とま足財は行政規則と1.-て，他の政府機関に対し濁防

契約な縛りつけている。その後， CASfきの移管Z先が確定しないまま推移して

きたが， 1982年 5Jj 11日に OMBに移管する法案がよ践によ程容れてい

るのが最近の出来事である。

次にここに至るまでの上記諸代替案がどのような経過，趣惨で浮び上がっ

たり，沈んでいったかな調べることにしよう O

1. GAO移管論

1979年 5Jj 11日付の Benjamin総 1 CASB 1980 

額カットと権限委譲を求める となり， CASB側はこれらを既成事実とし

て受ftとめなければならなくなった。そこで， CASBはその報告書の10日

後の 5月2113に次のような対誌をしている。

「基ヌ主的E京総合十禁容蒸警察の作業は 1980年 9Jj 30自に実質約に終了するマ?あろうこと

は今日，関長ヨiこ媛、える。j

n菌防loil主訟にfきまれる機能及び機複を総統しなければ丈まらない務自な理的があるo

したがって， CASIうは向法で明記された継続的滋き誌を GAOに移努ずることを提

案するりこの勧告では，立法府内でこのま気任を継続して行っていくことが三重要きであり

この資佼遂行で独立伎を手ぎする必蓄さがあることに留一怒しており，かつ，その機能が

沙50塁手の予算・会計法 (Budgetand Accounting Act of 1950)で、 GAO長1雪の交

任として，淡邦政府の行政府のための余計原則及び慕準設主主主ど言壊しておち，そのま延長

線上ないしは実疑似のものであるという慈善起を綴意している。

CASBと GAOとの機能の類似肢から， 1980年皮以降の総統的活動以fL法府内で

別僚の委民会合作ったり，立法統タトで新機関君主設緩ずるよちも口ストがかからないで、



CASBの権限委綴早川 53 (883) 

あろう。J

CASB GAOに依存してきた要閣を次に列挙して見ょう。

。CASB 国防生産法第719条により，自動的に GAO長官が{井

長することになっていた。

2) CASBの事務所は GAOのどノレ内の片隅に位j撃している。

3)原価計算基準と会計鋭則の設定は類似の議室主対象から得られる。

4)原級計算基準及び説射の設定の時， GAOの経験及び翻査資料が活用さ

れている。

5)原秘計算基準の契約者側に対する監交を GAOが一部担当しているし，

文，政府関係全部に対して駿衰を行っているため， GAOは期防契約の原締

る。

の多くは GAOから で、ある。6) CASB 

このよう CASBと GAO ~こが一体と

なって設定レてきたものであった。そこで、 Benjamin第 1報告書による

ところの CASBを巡切な政府機関へ移管を考えょとし寸勧告に対して，

CASBが真うもに GAO移管を提案したのは首宵できょう。この提案にはさ

らに次の 3点が補強されている。

1) CASBと GAO誌ともに立法府機関に所属するため独立性が保証され

ており，公ヂーな基準及び規則の設定が可能であり，またその評判を勝

きた。

2) 719条と 明記された寅径は

GAOにとってそのま愛経遂行におし、て過去の経験の蓄積によりスムース

されうる。

り，

めしたがって， fl自のどの機認に設援するよりも GAO移管の方が経済的

.能率的である。

以上述べてきた諸点により， GAO移管が一議説得的に見えるが，

係者の集まる公聴会を重ねるうちに，ぞれが批判されてゆき，議会は別の方

向への移管を模索していったのが現状である。次に， GAO移管論に対する



54 (884) 経済学研究第32考委第4号

主な反対論を整理してみよう。

(a) GAO移管反対論

CASIうの GAOへの移管に対する反対論は G告org日 Wasrungton大学の

法学教授 JohnCibinic， Jr.氏， Benjamin小委員長， CASBの産業界代表者

り. Texas In詰truments社説社長でもある JohnWalker氏，及び

悶妨総、省の震基紡調達政策担当副次官である DaleChurch 氏らによっ

されている。彼らの批判点は次の 4点に要約できるであろう。

1) 1970年に GAO長官は原価計算基準の設定を GAOでなく，行政府機

関で行うべきであると勧告したのに，今回は逆の勧告会してきた。

2) GAOは強力すぎる権限さと有することにたり，違憲の疑いが出ている0

3) 国防契約行政上の機能遂宥が目的であるから， 立法府機構でなく， 行

政府機隣が行うべきである。

4)従来， ガラス譲りであった予算の使途， 効率的運用及び利害関係者か

らの意見聴取の機会が削減されうる。

これらをど)1摂次，見ていくことにしよう。まず， 第 1点は 1970年と 1979年

の St拙 t8 氏の証言に間の矛j爵のあることである。 CASB 設置に向けての

1970年の上院第3302~手法案の公聴会証言で、 GAO 長官 Staat8 氏は次のよ

うに述べてし、る。

fGAOが交渉契約行政に深く関与すべきか否か疑問である。長京{巡計算選考主を公社1

し，解釈し，監督するという爽約行政の笈任は議本的に行政府機能に怒しているよう

に思われるe 連邦政府の競走撃に関する規則及び取さ読通達は白下のところ行政府の…機
11) 

脅露である。 E京総合?築基畿の公布念行政府から分離すべき漂白があるとは思われないoJ

1970年には行政府機関でやるべきだとし， 1979年には立法府機簡である

GAOでやるべきだという

罰答は次の通りである。

した勧告をやったことに対する St拙 ts 氏の

「もしさ盗罪寺， 今何のようなE軍側計雲軍基準の設定に対して!匂けられるIEカや関幾な作

業さど知っておれば，事えは基準設定の緩終資任事t行政府に援くべきだとは1:'1，察しなかっ
たて、あろう。」
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他方，当時の公聴会で持政府より独立性の強い機関である GAOでその業

務を行うべきであるという提案が出されていたため， GAO長官は GAOと

類{訟の独立機関として CASBの設置さと勧告し，それが法制化されたという

ある。この経過の裏には当時の国防総省という行政府機関に業務をま

かキきられないという数々の論拠(第2節参燃〉があったからである。これを知

りつつも Sta呈総長官が行政府機擦にまかせるのが論理であるという，一見，

政治的妥協の発営を 1970年にしていた。これが CASB解体推進派にとって

重大な言費として剥用され，行政府機関への移管論を推進して)CASB権謀

~凶ろうとしているのが現実である。

第2点は GAOの権限が強力になりすぎ，違憲の疑いが出ているというこ

とであった。 これは憲法上の 3権分立の蓄をいをさしている。 CASB

界代表委員である Walker氏の諌言を引用してみよう。

rWalk邑r:災際問越として，務員5設定立騒が監査官や認変?ぎになるべきで、ないと思

う。それが災~緩営管理なのである。もし CASB が GAO に移管ざれれば，尚一飽

所にこれらすべての緩篠を務実上与えることになろう。

この機事長によると， GAO 長官により基準が設定さま'LQことになる。一{総所に過大

な権限が集中することになる。宝章擦なことは色々の観点含有する機関であるべきなの

で，その機関は行政府内の省庁問調達機関さと波書まするか， もしくは議会の一機関とし

ての滋状緩持をど図るベ舎である。

Proxmire委員長 :2つのうおどちら主主選びますか。

Walk君主;前者，すなわち滋約上行政府内での翁庁潟3題懇機関。」

また，隔紡調迷政築覇次官 Church.Et;も同様の証言をしている。

「躍を疑者が綾監視者になると， どん注ことが起る

が被院視ミ警になるのか。J

すると一体， 議

濯複写器 (CASB…一筆者〉が GAOのやに発念吸収されてしまうと，被室主綴滋ーで

あった CASIきの襲まま託が出来なくなるJ

このような権限集中に対して，判例 出して違憲論争に巻き込んでし、

くのであった。 Cihinic法学教授によると， rBuckley対 ValeQ事件 (424江

S. 1)の 1975年の最高案文判決は主権分立が憲法の精神であると Lて，

挙管盟委員会を違憲:としたJとし，違憲の内容な詳細に説携し)CASBも
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の鋭い 、としている。 この判決 CASBに対する も

られたが， 1977-1978年の習にはその議論が出なくなったと GAO副長

1 

している。 このよう

による CASB

が消えていたのに Benj註min

カットとそれに湿る CASBへの猛髭な

し返してきているのであ批判に便乗L，論争上勝ち尽のなし

る。これは Benjamin小委員長の公聴会発言及び MAPl(Machinery & AlJied 

Products Institute，機減及び関連製品協会〉の公聴会提出資料のやにも見られる。

しかし.GAO としては会計・監査規則設定部署と各省庁がそれらに準拠し

ているか否かを皇室筆記する部署とは男1)の部殺であり， しかも前者なも

査しているから矛盾がないと主張し，公聴会直前には，この問題が解消して

いたのを，蒸し返された訳である。

第3点は CASBは行政府機関に移管すベ設だという批判である。 Cibinic

よると， iGAO のような独立性の強い監査機関に行政府機関によっ

て警察拠される規則設定の賞授を課すことは緊明でなし、Jと主張している。こ

れは第2点の三機分立総からの延長線上から出てきている。立法府機関に所

属する GAOが怠ら原健計算せと設定し，行政府機関にそれな強要

不明縫なときは，了度.裁竿IJ所が法解釈てどするときのように，解釈議準まで、

自ら公布し，さらに遥用規出まで公布し，最後に各行政府機関が準拠してい

るか奈かの監査も自らぢうことになる。基態設定は立法府，解釈基準は司法

府，遺潟規則は行政府が行うべきものである。ところが，

きといっても，その の性格がすでに詳絡な適用規郊の段階に
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なってくる。批判者たちはずで

るべきだと主張してい

と のMB移管論が強

いては第5節 4で取りく出されている。

扱うことにする。

4点は GAOという大きな機関に吸収されてしまうと，かつての CASB

いては第5節 2，

のようにガラス張りでなくなるとし寸批料である。この批判はより大きな機
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関である罷防総省移管論を唱えている MAPIによって展開されている。し

たがって， MAPIの主張はどちらに移管しでもガラス張りでなくなるはずで

ある。

以上の 4点が GAO移管に対する主たる反対論であった。これらの反対論

は明らかに関防契約者側に立つ意見であり，強力，かつ詳細な原価計算基準

を嫌悪し，弾力的な蒸準に引き茂したいと L寸諜翠から出ている。その現わ

れが次に見る関防総省移管論で~る。

2. 国防総省移管論

CASI宝の GAO移管に対して，その見返りに出されてきた代表的なもの

は間前総省移管論と OMB移管論であった。このうち前者をここで取り扱

うことにナるoBenjamin第 1報告審に笈る CASBへの主主烈な批判の好機

会つかんで，元来，関防総省、が撮っていた底防契約における原領計算慕準な

いし規閣の昔話定擦を， この際取り震そうという大ぎな流れが生支れた。そこ

で，まず隠防総省移管論の概要を検討しよう。 1979年 10yl 26自の悶防総省

Graham Claytor氏から CASB委員長兼 GAO長官 Staats氏にあ

てられた警簡にその内容が記されている。これは 1979年目見 2凶の上競銀

行・住宅・都市委員会での公聴会用資料として添付されている。婆点の所を

引用すれば，次の通りで、ある。

!…つの可能な代潜君主として CASMB(Cost Accounting Standards Maintenance 

Boarcl， 1l烈隊言十算基準保全委員会〉を紹介する。あなたが CStaats氏一一筆者jこの

凝集で我々の共通の自療全君主足立することに同意すると滋う。

次?三見るように， CASMおは独ミヱ機関で必り.GAO j造1ぎが委員長となり， ~也の 2

名は GAO:lさ7舎により任命される。そのうちの 1名は疲業界の代表者であち，飽の

1名は逮邦省庁の代表者で、あるく但し，政府調主主の 70%をおめる留防総ヲをからが墾ま

しい)021;の任期は4年であり， 2名とも任期満了にならぬよう半舷上限がよい。

CASl¥在Bは以前に公布されたま定則及び基準宏保会する滋約で設震愛される。 こま1宏

遠耳立するために， CASMBの権限は以郊の綴jlIJ及び芸家畿を今日の爽憾に却するよう

に改訂もしくは書室止したり，連邦関係機関の行政向上のために瀦きちに筒3美化すること

が含まれる。 CASMBはその保全活動を税行主主準の枠内で途成ぜんとするものであ

るc しかし， 実情を鑑みて， CASMBは委員3名の金魚一王立により新綴剣及乙f新主主
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者室を公境?できる令、すべての改訂及び新公布t主主義会に上程され，議会がこれらに反対と

いう両院の共同決議が出なければ， 60日後ir.発効することになる。

CASMB は毒事務長と約 3~の専門スタップ， 及びそれに見合q た予算によって遼

?設される。会話、1Tすべては CASMBの協力さと行う綾認定を有し， CAS}，在Bと関係後frと

の!司王室のある銭関内で情報，適切な人材，財政上その{患の援立与を提供する権限を者す

る。

上述した CASMBは GAOや行政府機関から!距離を震まいており.我々 湾者が完投与ち

ているタイプの独立機関になっている。j

Claytor副長官の勧告を整理すると，次のようになる。

(草委員矯成は GAO長官，産業界代表 1名，欝防総省代表1名。

(ii)新規関及び新基準等の発表は 3名の全員一致が前提である。

(iii)基準保全が臼的であり，新規則及び新基準の発表は少ないのでスタ

ッフは4名程度でよし、。

このように見てくると，全員一致が際刻であれば，

底値計算基準に反対であるため，新基準及び新規則の発表には拒否権が発動

されるであろうし，スタップが4名程震では実費何も出来ない機関とな

るであろう。まさに，そのような意思が表罰に出ているのが CASMB構想

であった。また， Claytor嵐長官の議簡では明言を避けていたが，

料をど分析すると， CASMBのよ部機関は国防総省であることがわかった。例

えば，罷紡調達政策担当部次官 Dal邑 W.Church によると， Claytor書簡

について， r我々，爵妨総議、がその投警察をするのが好ましいJと述べ， ~PI 

も， rもし CASMBが Church氏の提案のように閤防総省、に設定されるな

らばJG述べていることから明白である。

このように関防総省の CASMB論の概要が切らかになってきたが，次に

その支持論及び反対論を整理することにしよう。

(a) 菌防総省の CASMB構想に対すiI支持論

CASMB支持論の典型は MAPIの公聴会宛議簡に見られる。但し，問API

は Claytor氏が公聴会に出席せず，その代理として Church氏が出席して

いるため， Church氏への支持戸明として出されていること さわしたし、。
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公聴会で， Churchは Claytor の修正を試みている。

「当然のこととして， GAO長官，政府代表務，産業代事疑者がいるべきだと述べた

まで、である。深く考えてみると， GAO 1塁官は CASMBにいる必霊きがたい。恐らく

それは第 3~苦委員になる会計職業界の単なる一員であろう oJ

Cl畠ytor GAO長官が CASMB委員長であったものが， Church 

に格下げしている。これは CASBにおける余計職業界代表

の2名を解除したことの批判に対する苦肉の答弁から発したものであったσ

次に， MAPIの CASMB支持論を述べることにしよう。まず，要点を次
2喝7

2こ引用しよう O

「基本的?と重姿な他の点は CASBが議行の目的及び機能の出発点を完全に変要さず

べき?ことである。国務総省内で、運営される CASMBtU裏側計事事よ予調達志向裂で必

るべきである。真専門的なE察側首十童手上の援助や助言ぎはその CASMBでは得られないが

CASMBは国防契約における選考察の駁努，実行の作業， 絡に契約の遂行，管理に重

点を置くべきである。 CASMBの議長は器禁防調達激策担当副次官〈お待は Church

JJ:;-年筆者コがきちたち， 他の 2:sの委員からなるように提案する。 1名t土産業界代表

者，他の 1名は GAOの代表ミ苦からなる。恐らく，後者は GAO調途・システム取

得霊長主主がよかろう。J

rChurch j;記の提言認で夜接的に述べられたという記憶がないが，次のことが縫絡で、ぎ

る。国防総省内での CASMBがさ晃行の CASIヨで2名の会計織議室代表殺が害護保され

ているのを銚除したのは，少なくとも調達志向型であったからで、ある。重要するに，

CASMIきの出発点は源郷計算理論~開拓ずるのでなく，契約行政を改鋳し， 助ける

ことにあるべきである。議点は国紡契約に漠行装畿の適用の際，数府及び契約者双方

にコスト最小化に向かわずべきであるバ

rCASMBが Church氏がし、うよろに溺訪総省内に設援されれば， 適当な防護型策

なとっても， CASMIうは他のグルーブもしくは鼠妨総省内の個人による不適切な影緩

かi日夜立伎を守れないとし、うZ主張が怒解できない。 ChurchJJ:;I玄関防総省内で設寂さ

れた機関として ASBCA(Armed Servic剖 Boardof Contract Appeals，軍関係契

約審遊会〉の初jを唱さげ，隊E者総3語、から『独立性2をうまく意義持してをたと述べてい

る。 Church氏が述べているように， ASBCAとCASMBとに独立性意義持という点、

で類似点が見られる。」

MAPIが Claytor 氏及び Church 氏からの飛躍が見られるのは，間じ

CASMBでも原価計算基準保全型から，調達率向製へ移ったこと， CASMB 
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Church氏が担っている地位にし，委員を GAO長官でなしそ

のもとでのお当の一課長としたことに特色が兇られる。また，独立性論争に

対して ASBCAと同じ程度の独立性が得られるとし， CASBの数立性は余

りにも強すき三独立性の余り無知の段F援に入っており，

のように述べている。

しると次

rCASB殺鐙以来現おれた数li1釦土総逮:品稼及び契約行政上の諸問題にタッチ必ず

より怒いことにそれらに然知院であったことがある程度いえると思われる。:e字i約三いう

と， CASB i主薬準が契約行政及び遂行に及ぼす影響に燃して注目されていた言語関経

を誤解ないし然視して~丈ニケースがあったと怒う。もし CASB 委員が議連諸問怒?こ

殆んど経験を殺していなければ，明らかに後初土契約行政上の観点から主主じた反対論

合理解できる立務にいないのである。 j

rCASB i主余りも独l'z:1生が強かった。あたかも全体の政府機構のやにある『留君主2
であるかのような機能を脅していた。J

MAPIの CASMB擁立論は，結局， CASBが本来のft事を余りに勤勉

にやり遂げたため，島防契約者側の弾力的な原価計算実務が許容されなくな

ったことがそ にあることな留意すべきである。そこで二麗妨契約者側j

向震にすべきとし，思紡総省は基準保全型にす

べき?と主議しているが， 両者とも厳格な原価計算基準はこれ以上不要だと

し，しかも厳格なものから弾力的なものに移行さぜようという意関が明療に

とれるのである。

(b) 盟前総省の CASMB構想に対する1:i.対論

の CASMB論のす寺子を次の4つに分けて， それぞれの批判j会

Rickover氏にそって行ってみよう。

。基準及び規制の保全に限定

2)新基準の合布の際には委員全員一致が必要

3)会計職業界の 2名の委員の排除

4) スタッブせと 4名に限定

まず，第 1点であるが， CASMBは原知!として， CASBが既に公布した

議準及び規則の保全の機能に篠定されることになるのしかし， Rickover 託
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によると，滋価計算基準は現存のものだけで充分で、なし残された多くの僚

域についても基準化な急ぐべきだとしている。さらに，将来，経済環境，経

環境，契約行政毒事の変化が見られると，特異な会計実務が出現ずる可

能性があり，それに対処するため の設定が瑳まれてくることは必至

であるという O かくして， CASMB のように機能の限定すと行うべきでない

としている。

第 2点の新薬準の公布の際には委員会員一致が必要きということについてで

あるが， これは委員各人が招否権を手ぎすることになるoRickov邑r氏はこの

ことについて次のように厳しく批判している。

「もし，淘防契約者憾の口ピイストもしは関防総省が総務機を発動すれば，何ら寒河

主主総計算纂講計士会.まれないであろう。したがって 2人の会計機業界の委員会銚除す

ること，及び国防総殺やその契約省側に委主主5億ドノレUこ及ぶ国防契約作多量に対する余計

上の管浬をまかせることは潟箆げている。j

第3点の会計職業界の 2名の委員の排除に関しても，政府予算の削減とい

ったことにはならなL、すなわち，

「昨年間(1978 年俊一一書若者]，これら 2 名のパートタイムの俸給及び旅費の合計~;t

5，000γノレ以下であった。この少額にもかかわらず， CASB i工会計職業界の2名の学

識経験者のサーヴィスを受けた。」

この引沼で、在意、ずべきは， CASB 委員とスタッアの俸給との違いである。

CASB委員は5名からなり， 2名は政府代表者から， 3名は民間代表者から

なり， うち 2名は会計職業界からの代表者となっている。 5名とも政府機関

や民間機関からの派遣で、あり，併任の形をとるパ…トタイムであったため，無

報麟に近い状態であったのである。

CASB 委員のうち.2名の会計綴業界代表者に支払われた金額が盛か

ら， 000ドノレにすぎなかったことから，国防総省の CASMB構想は政府支出

節約以外の婆到がj動いていたことは容易に想像がつくだろう。 Rickover 誌

は滋軍中将で兵うったため，国防総省の乱費ぶり及び簡鎖可能な部玲をよく知

っている。すなわち，
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「毎年，菌防総翁の高官たちはギリシャ訟で懇実在意味するたくさんのシンポジュ

ウムや行主主総で多く行われるゼミナー/レに葉大な支出をしている。私~t政府の行政改

毒立を常tこ王女めている OMBfと数回渡って，控室防総省内の約700名'a:援する機関の閉鎖

を歓会してきた。どの政権もそうすべきだということに筒怠している。留防総省が反対

にまわふ実現していない。j

第4点はスタッフを 4人に限定しようという構懇である。 1979年 2月末で

は 19名，間年 11月には 17名に減っている CASBス夕、y与を CASMBで

は4名にしようというのであるから，京儲計算基準の設定という作業は実費

上，不可能である。したがって， Rickover氏によると， rこのことは明らかに

関防総省提案のスボジサーたちによって意図されたものであるj ときめつけ

ている。

ぎた，関防総省内に CASMB してはいけないかについては，す

でに癒着があるからと Lづ。すなわち，

f多くの溺防総省の語道官t土産業界出身であったり，送機特に渓業界にラミーFりしてい

る。このような環境のもとでは健会な原術計繁基準を設定できない。さらに，間防総

省は物資購入において，委長くの国防護主主義の全く独占的な余多震に依存し泳ければならな

い。こうした環境のもとで、は，企業は慾念な喜善還ま晃刻もしく

機関に底力をかけ，契約条件の緩和宏図るのである。J

以上， Rickover氏含通じて， の CASMB構想に対する批判を述

べたが，当時(1979年11月〉の CASB委員全員もこの構想に反対していたこ

とを付言しておさ，次に進むことにしようo

3. CASB存続論

Benjamin第 1報告書の CASBヲヒ適切な政府機関へ移管すべしという勧

告に対し CASB傑IIは喜怒成事実として受け取めなければならなくなった。そ

こから出発した CASB側の提案としては， CASB が GAO

とし， GAOのどんの一隅 L，そこでサーヴィスの提供会受けていた

ことから，当然の帰結として GAO移管論をしぶしぶはいたのであったσそ

れは次に見るような CASB委員たちの公総会証言ぎで明らかである。
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r'Staaats:現殺の CASBな存続させてもfiiJら問題でない。 ここに示したのは一

つの提案であるe

Proxmire委員長存統させても何ら問題がないのか。

Staats:下校歳出委Jlt4速が CASB安どこかに移管すべきだといっていることが総

惑である。我々はその答えさと見い出すために阪癒している。それに対する殺事毒の替え

は CASBを GAOに移管するととであった。しかしもし， CASBが移絞ずべき寸う

あると霊祭会が決2返すれば，出来ることは除資，評綴及び改訂の機能iこま重点を燈くこと

可きある。....~. 

我々は会議の数を減らし，スタッブの委主を削減したい。しかし，現状維持が緩もガ

ラス猿りであると思っている。移管提案によ弘ガラス張ちに出来ないとぎっている

ように獲量草されたら腐る。

我々 は下院長支出後員会が毅告害容 (Benjamin務工事長告塁審一-筆者〉に答えようとし

ているだけで、ある。

Shi1li曜 aw:和工務部状態の CASBを存辞することを第l国ぶ。第2の選

択として， CASIきを GAOに移管することである。」

国防次官補(統叡U'g)であり，悶訪総省代表殺として派遣された CASB

Fred Waむker氏の去聴会宛書衝でも，同じような意見が示されている。

f綴念的主こ総全丈記涼{前言十参事災務を統一的，かつ営F喜一焚して適用されるための規則

の設定を契約者側の利害にかたよることなく行うためには，尊重に独立性があるだけで

なく，独立伎が強いと終にも認識されるよろな作業警護境にしておかなければならな

い。私は現状の CASBの存続を滋好ずる。しかしながら，薬務の務総は若干潟滅さ

れ，主たる議点が新E芸術計害事基滋の公司甘から滋行基講義の改訂と傑ぎなへと務されること

になると考える。j

以上 3人の CASB委員の見解では， CASBが Benjamin第 l報告蓄によ

り GAO移管を潟えたものの，彼らの本音は CASB存続にあった。このよ

うな迎合的態度で処理しようとする姿勢は，例えば Benjamin第 2報告書が

GAO移管や CASB存続論を批判い行政府移管論、会出すゃいなや，それ

にマッチした鋒案をし，業来の論理を然と自ら否定しなければならなくな

る。結潟， Benjamin 第 1及び第2報告書に振りまわされることになってし

まうのであった。
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4.0MB移管論

Benjamin第 1報告識の約 1年後の 1980年 6月 17日に第 2報告繋が出さ

れた。第 1報告欝では CASB の移管う色合適切な政府機擦に， と勧告してい

たが，第 z 報祭議の作成段階でも移管5もが磯定していなかった。本館1~3の

移管先代務索に批判があり，結論が得られなかったのである。その段踏で出さ

れた Benjamin 第2 CASB カットが盛り込宣言'l，移管先

役立法府でなく，行政府の中の機関にすべきだと限定してきたのである。す

なわち，

?昨年，さ討委員会は CASBが民主偲計霧の く主主

献してきたこと，及びその残存綴潤が間接焚諸芸家詩集を完了するまで延葉号されるべきこ

とを主張した。当商のまト爾が本年度中に間援護費言者基準を公司Tずることにあるので、，

CASBの鑓擦は達成されることになるか CASBi'l存続する，必要さがなくなっているc

基準準拠の監督と綴長I1の明白イヒは行政府の伝統的かつ正当な磯緩でi5る。多くの高

官た官〉は行政j晃子がその機能役吸収て、きると議張しているQ したがって， 当委主主会は

CASBの予算停止を勧脅する。j

Benjar汲ln総工 もくすぶっていた OMB移管論が，第2報告

主流へと転換して〈るのである。 ここへの移管を滋って 1980年 9

月と 1982年 5月に法案が提出されている。まず，前者は第 96議会下 続第

5800号のタイトノvII (以下終 1法衆という〉で・あり， こ

後3告は 1982.年5月 11日の第 97議会と院第 2375

していなし、。

タイトノレ II(以下

多喜 2~長家といのである。これも 1982 年 10 月初め瑛在， 連邦法と Lて通過し

ていなし、。以下，第1法案，第2法案額要をと述べ， ついで‘ OMB移管の主

たる論点を殺理することにしよう。

(a) 第 1法察

96 5800号法案タイトノレIl 201条から 203条までとな

っており，それを整理すると次のようになっている O

タイトノレロ 原備計算基準

第 201条 酪妨生1憲法第 719条を下記の通り改正。

(a) CASBの任務終了と目的の
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(b) OMB に移管，CASAC(Cost Accounting Standards Advisory Council， 

(c) CASAC委員の構成及び任命。

(め CASAC委員の続勝及び俸給。

(記) CASACの OMB長官への補助。

的 名行政機関の協力義務。

(g) 原鍛計算基準設定，改訂，及び廃止， 及び基準性格。

(h) CASACの議事緑完備義務。

(i) OMB 長管が基準設定等で最終権限。亦準拠契約者の罰則。適用除

タト謀可。

)
 
。，b
d

{
 

して， ら

(同 最終2誌を官報に掲載して，利害関係者からの主主見聴取義務。

(1) CASACが OFPPの調達政策の総則との調和宏図る義務。

(及。

(同 議会への年次活動報告の義務。

(o) 行政機関の

(p) CASAC は1983年 10月 l臼

第 202条件)CASB念僚の OMB

(b) CASB財産の移管，事務官その他の転出。

(c) 基準，規剣，命令害事の継滅。

(d) 係争事件も裂前の基準の適用。

(e) 係争率約二の継法。

(f) 他の法律で CASBとあるところはすべて OMB と る。

第 203条 1980年 10月1E:I発効。

これらの規定を詳細に紹介する紙数がないので，特に重要と思われるとこ

ろを紹介しよう。

移管後の職能としては， r長芸術針算基準安保全し，そ の 解釈
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し，こ る特別適用除外及び一般適用除外の認可を行い多 と

あら したり，新基準を公布することJ(201条(a)(3)) として，

新基準の公布よりも，保全に重点を壁いていることが明らかである。しかも，

その基準が OFPPの課迷政紫との謁和を関るべきこととしており(紛1灸 ω
(4)， (b)及び (g))， 間防総省向けの厳しL りを関難にしていること

みとれる。

さらに，実費上，原価計算基準及び規則の設定等の作業にあたるのは

CASAC るが，その5委員構成は採力的となっており， OMB

によっている。開条 (c)によると，

iOMB 1設官は CASACを任命ナる権限を手まずる， これは厳重芸界代表1名，会計

綴楽界代表1;15，主主邦政府の守主庁代表1名，及び OMB長官任命の他の代議後者たち

からたる。 OMB長官は CASAC委隊長としてま設定される

したがって， CASAC委員は最小人員として長官を含め4名となるが，最

大は何名となるのか不明である。議決方法も過半数か全員一致なのかも不明

のままの法案なのである。これが連邦法となった後， OMB長官は持政波期

でし、かようにいぞも鏡定できるのである。

このような欠陥を容!!Tに指摘できる法案であっても， CASB委員

GAO長官 Staats 氏は次の理由でこの法案に賛成の証言ぎをするのであるO

Benjar前 1 第2報告審の 3ヶ月半後には CASB 予算食前カットが明白とな

っていたことから， CASB業務の中断は CAS!ヨスタッブ等の処遇問題に発

展してきているため，実現可能な法案に飛びつかざるを得なかった。その法

案は CASB 閉鎖 1:;今月前であったことから，繋をも謹む認、いで三ろっ

いなし、。そのため，詑来， GAO移管ないし CASB存続論をま張し， OMB

移管に強力な皮対論を敷いていたけれども，この時点では，

となく，ほぼ全面的賛成論を展開している。しかし， Staat器工えは 1979

月の時点では次のような罷震をしている。

「私は OMBで、長期総勤務してき'たこと 私は OMB で20年以

上勤務していた。第1に， OMBがこの仕事さどするのに充分なスタップさと有してし必
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とは思わない。あらゆる角度から見て， OMBはそれができないだろう。

第2fこ， OMBの主たる関心が予算であることである。総人的た発言ぎだが， CASB 

が OMB移管することに反対で、ある。」

11月でもほぼ向ーのこと している。

子特に OMB はこの分野で経験~;脅していない。この分野で経験を有していない。

この分野で、経験会積み上げなければならないだろう。訟は OMBで多年にわたって

{動いてきたが，この分野に注意な払っていなかったし， ]重要扱いしていなかったと忠

弘言うなれば，i察署主を改訂し，我々のやったこと以下に押し下げる綴向になるだろ
43) 

う。 現毛足の CASBや GAO移管よりも独立総を有しないものになろう。j

後者の証言の約 ioヵ月後の 1980年9月 23貯の Staat普氏証言は 180度の

方向転換を溜っている。すなわち，

「下院第 5800~号法書震という改I五言葉は職務級統に必要な合理的手役会凝供している。

その CASACは OMBが調主主及び会計機業界代事覧表からj広範な助言?を受けうるこ

とを保証している。このこと

せるであろう。

る人たちの作幾を促進さ

OMB に資任会委総することによって，長支filli~t霧装機の行政政?ぎたちは OMB か

ら助言セ受けることができる。 OMBは議透過程の経済投，効率の全般的向上?こ関与

している。まずこ行政慌たちは OMBが行政府の管理子殺の効率化，省庁間活動の調

整による効議化， 1えび予算の作成に関係しているので9 そこから激震を受けることが

できる。

現殺の CASBスタップは OMBに原綴計算の経験及び知識を大いに与えること

なり， これは同時に OMBの行政管潔予害事の主要任を遊行するのに緩めて省主主とにな

る。 CA837を OMB~乙移管することによって，耐え警の将来型〉効率向上をど泉寸ことに

主主るだろう oJ

このよう伝説aats氏が豹変したのはずて。に述べたように Benjamin 第 2

より CASBが数カ月で CASB 予算全部カットされるという怠携

に器禁してし、からにほかならない。

(b) 第2法案

第 1法案は結賂，両誌の還迭を得ずし となってしまった。その後，

約 1王手 8ヵ月後の 1982年6月11日には第 97議会上院第 2375号法案タイト

fレ"Uが出されている。この第2法案は第 l法案より粗雑であり，寒1備計算
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基準の保全のために限定し，後退した法案となってL、る。その概略を示令ば

次の議りである。

第 201条 関防生産法 1982年改正法と命名。

第202条 (a) CASBの業務完了，継続的職務の存在，

(b) CASB権限の OMB

第203条以下のように 719条を改正。

務719条 (a) 除外。

(b) 現宕主主慾及び規J¥IJの継承。

(c) 一般適用除外，特別適用除外. 1他の CASBによって取ら

れた措壁の殺意。

(d) OI¥在日 な会計原則及び OFPP

策の諸規定との調和。

(e) 慕準及び規則の改正は官報で 90日間の意見聴取期間。

(f) 官報の最小限記載事項。

(必 一般適用除外認可権。

(同 特別適用除外語可権。

(i) 菌防契約者の監ヨ主権。

政

(j) fl自の法律で CASBとあるところはすべて OMB長官と変

る。

(k) CASB財産移管。

(l) 政府全体の調達規剣が 1984年 9月30日に公布されていれ

ば， I弓日まで発効。

の OMB長官は M，むIntyre氏から Stockman氏へ移ったばかりであ

った。第2法案は最初， OMB移管でなく .OMBの下部組織でありながら

連邦錦達政策権限で独立していた OFPPに移管しようとしたものであっ

た。これに Stockman氏が皮対したということで.OMB Vこ振り替えられ

た。間氏によると， rもちろん.OMB舟で権限委譲するとすれば， OFPP 

が論理的に選択されることになるJとしている。

第2法案では基準設定とL、う言葉が見つからず， 改訂及び廃止.と
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いう後退的な言葉ばかりであ しかも， すでに CASBは解散してし玄っ

ているので， CASB ;えタップの転出 していなL、。これではおaats氏

が 1979年当時，危供していた OMBは経験なしとし寸批判が当然あてはま

る。 また基準保全，改訂等の作業も CASAC のような助言機関の法制化合

考えていないoi ~に， OMB

案であるといえよう。

を骨抜きにしようと思えば，可能な法

この法案は 19沼年 10月初め現在，

11::されていたし、。現裂のところ， CASBの基準及び続財はそのまま発効して

おり，菌防総省始め，地の政府機関でも CASB の主主準きど適用している。そ

の適用に対して， GAOは行政監査な行っている。 CASBが解散となり一般

及び特別除外の認可権表がし、なくなり，国防契約者たちにとって厳しすぎる

と考えられている CASB基殺を改正する機擦が設設されていなし、 CASB

移管うたが綴定しなければ， CASB 基準を緩めたいと考えている国紡総省

及び菌防契約者双方に痛手となっていることは明白である。しかし，近い将

来， FAR (Federal Acq凶器itionRegulation，逮邦調漆規民1])を作って， CASB 

準ゴどでこのrtに統合しようとし寸動きが主流となっているのこれは政府全体

であるため， CASB基準のように閤防契約に限定したものより，

大ざっぽになる可能性が強し、oAnthony教授によると，

fJ.!l¥論的には， OMBはこの磯古きさと遂行で、きょう。 しかし実際問題として， OMB 

が類似のf学で公命した規則は必ずしも高νぺんのものとはいえない。J

と批判している。やはりその危俣が強いことは CAS廷の予算カットから始

まり .OMB移管論家でに見られた攻撃の趨勢から切らかであろう。

1) (12) pp. 1621-1695. 

2) (17J pp. 68骨-692，(18) pp. 361-373， 721-721. 

3) (13) pp. 40-41. 

4) [14コp.:3G. 

5) (1) pp. 95叩 4合6，(2J pp. 241・339.

6) (18J pp. 702-722， Letter of Elmer B. Staats to Senator Proxmire， May 21. 

1979. 

7) (15) pp. 80-81， Stat色mentof John Cibinic， Jr. 
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6話 び

欧米及びわが簡の会計・箆i悩計算研究者は米間の CASI去の積極的な動き

に在関していた。しかし， 1980年 9月初日をもづて， 事実上それが関鎖さ

れてしまったが， (1)それが何故，どのような経退で推移してきたか， (2) 

CASBの規則及び基準が CASB閉鎖後，どのような効力を有し，どのよう

に遥期されているのか，及び (3)CASB の権限がど されよう

としているのか，といった諸問題に対する研究論文は今日，欧米及びわが閣

において未発表であると思われるoというもの，.CASBの職能と権限の委譲

が， 1982年 10月初め現在でも有われておらず，委譲に伴なう CASB批判，

適切な移管先論争，及び移管のため諸法案の研究は専ら河腕公聴会資料，政

及び法案といった膨大な原始資料さと整理しなければな

らなし、からである。近い蒋米， CASB の正式な移管先が決定されるであろ

うが，第5節までに述べてきたところから明らかのように， CASB の権限
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を弱体化した法案に傾いてきてし、る。そこで， 本稿で、法， そもそも CASB

は何故，設置されたのかとしづ経過をど研究し，今日，何故それがl'fJ鎖し

ればならないのかという理由を研究した。しかし，諸法案でも見られるよう

に，単なる CASB防鎖でなく， CASBの権限の委譲ということにある。

CASBの規則及び基準は現行法として存続しているのである。したがって，

移管諸法案は現行法の緩和を鴎るためのものであった。それが国防契約者側

の圧力によって行われていたことも明らかにした。また， CASB規則及び蒸

と CASBの移管ということであれば，持まなる行政改率よ

とLウ論理から出発しているよう

CASBが来してき

るが，突はその論理は説得性がない。

と比較して，数百倍，数千僚になる

という Rickover海軍中将の証言があるからである。

他方， CASB委員一長兼 GAO長官 Sta乳ts氏は CASB設関をめぐる

及び CASB 移管をめぐる論争の中で政治的妥協な ~I らざるさと得ず，一索し

た論理を主義開できなかった。たとえば， CASB設賓の審議の時には，立法府

である GAOよりも，行政府内で担当すべきだと主張し， CASB設置室前に

立法府でやるべきだとの企聴会意見が主流になると， 立法府の中の CASB

している。約 10年後の CASB移管論争に入ると，行政府より

も立法府で、ある GAOに移管せよというし， それがつぶれると行政府であ

る OMB移管が議議であるといっ る。その時々に，合理的な説明

をどしているわけであるが， Staats氏の本心は移管より存続させたかったわけ

で請うる。それな B釦 jamin第11えび第2報告書で CASB予算の大穏ないし

全商カットになったため，次警の策てど求めていくうちに，結局，本心では反

対である OMB移管をもゑ服してしまったのである。しかし，第1法案の移

管論家ではある 事
4
叩 しようと L、うのが公聴

会での主流の意見で、あった。第2法案では，すでに CASB閉鎖後， 1年7ヵ

月余りの経過しているため， CASBスタップの専門的知識の継承も図れな

い OMB移管であり，その法案の内容も第1法案に比較して粗末なものと

なっており，同じ OMB移管であゥても，質的に大き った。今日，



CASBの権限喜怒綴 浮JlI 73 (903) 

第2法案は碍践で、通過していなし、。近い将来，さらに新しい法案が上程され

るかもしれないが，結鍔， CASBの職能及び権般の弱体化を因ろうとする国

防契約者側の底力が強い現状からして，その方向へ向った大きな流れは不説I

避のようである。
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